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令和３年第７回平取町議会定例会 （開 会 午前９時３４分）

議長 皆さんおはようございます。只今より本日の会議を開きます。只今の出席議員
は１１名で、会議は成立いたします。
日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第
１２２条の規定によって、５番金谷議員と６番萱野議員を指名いたします。
日程第２、会期の決定を議題とします。このことにつきましては、６月１５日
に議会運営委員会を開催し協議をしておりますので、その結果を議会運営委員
会委員長より報告願います。１番櫻井議員。

１番
櫻井議員

本日召集されました令和３年第７回平取町議会定例会の議会運営につきまして
は、６月１５日に開催いたしました議会運営委員会において協議をし、会期に
つきましては、２２日、２３日の２日間とすることで意見の一致を見ておりま
すので、議長よりお諮り願います。

議長 お諮りします。只今議会運営委員会委員長より報告がありましたとおり、会期
は本日から明日６月２３日までの２日間とすることにご異議ありませんか。
（異議なしの声）
異議なしと認めます。したがって、会期は本日から明日６月２３日までの２日
間と決定しました。
日程第３、諸般の報告を行います。
監査委員より、令和３年４月分の出納検査の結果報告があり、その報告書をお
手元に配付しております。次に、日高西部消防組合議会、平取町外２町衛生施
設組合議会、胆振東部日高西部衛生施設組合議会に関する報告がありましたの
で、その写しをお手元に配付しておりますのでご了承願います。また閉会中の
諸事業について、配付資料のとおり報告いたします。以上で諸般の報告を終了
いたします。
日程第４、行政報告を行います。１、要望経過報告について町長より説明をお
願いします。町長。

町長 それでは、要望経過報告について報告をさせていただきます。別紙１をご覧い
ただきたいと存じます。日高総合開発期成会要望でございます。内容は、令和
４年度日高地方の総合開発に関する提案要望となってございます。内容ですけ
れども、日高自動車道を核とする道路網整備、災害に強い地域づくり、農林水
産業の振興、特色ある地域文化の創造、地域医療、福祉体制の充実などとなっ
てございます。あわせて日高自動車道の早期整備に関する提案も行ってござい
ます。要望先は北海道知事、北海道議会議長、管内選出道議会議員はじめ各会
派の道議会議員、北海道開発局長、室蘭開発建設部長、室蘭建設管理部長ほか
となってございます。今回の要望でございますけれども、新型コロナ感染症予
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防の観点から直接の訪問はせず、５月２６日付で要望書を送付してございます。
要望者は日高総合開発期成会となってございます。以上、要望経過を報告いた
しました。

議長 次に２番、日高地域広域公共交通確保に向けた協議について説明をお願いいた
します。町長。

町長 日高地域公共交通確保に向けた協議についてということで報告をさせていただ
きます。別紙２をご覧いただきたいと存じます。ご存じのように、令和３年４
月１日からＪＲ日高線はバス転換されてございます。ＪＲ日高線廃止バス転換
にかかるＪＲ北海道はじめ関係機関との様々な協議を行ってまいりました。日
高町村会に代わりまして、バス転換等にかかる全ての協業を担うこととなった
日高地域公共交通確保対策協議会が組織されてございます。本協議会は、日高
線の廃止に伴う公共広域交通の在り方を検討するとともに、これを持続的に確
保するため、管内７町で協議することを目的としてございます。
今回の行政報告でございますけれども、廃線に伴いＪＲ北海道から拠出された
地域振興費の名目で配分される５億円について報告をさせていただきます。今
までもこの配分の方法については、協議をされてきたところですけれども、６
月７日開催の協議会の総会で正式決定をされたというところでございます。別
紙にあるとおり、６月７日総会の内容は記載のとおりでございまして、全て可
決になってございます。配分に関する考え方でございます。①といたしまして、
これまで７町における共通負担金に用いてきた町村会ルールにより、町の規模
に応じて配分する、これを５０％。そして鉄道駅のあった町に対して鉄道割と
称して交付する。これは鉄道のない平取町とえりも町除く５町に配分するとい
うことで、鉄道割については均等割交付とするという内容になってございます。
今回の算定はまちづくり支援金、今回に限るということにいたしまして、今後
新たに発生する負担等も含めた経費等の負担は、改めて協議をするということ
になってございます。下の平取町への配分でございますけれども、町村会ルー
ル５０％のうち、均等割が１７８５万７１４３円。また、財政割といたしまし
て、標準財政規模に応じた額でございますけれども、これが１２７１万２５０
０円。合計３０５６万円、全体の６.１％となってございます。本支援金の使途
についてですけれども、当面、基金積立てをいたしまして、充当事業の検討を
してまいりたいというふうに考えてございます。以上、報告とさせていただき
ます。

議長 次に３、令和３年６月４日、低気圧に伴う被害状況につきまして、副町長に説
明をお願いいたします。副町長。

副町長 はい。それでは令和３年６月４日、低気圧に伴う被害状況等について報告をし
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たいと思います。別紙３をご用意願います。まず、被害状況ですけれども（１）
の土木被害ということで、道路の一部損壊が１件、倒木処理が１０件で合計１
０か所で６０万円の損害金額です。（２）の農業被害ですけども、これについて
は、旭地区が２か所、岩知志地区が１か所の取水工土砂堆積ということで３か
所で８０万円の被害金額となっています。（３）林業被害ですけれども、林道の
二風谷線路肩崩壊ということで１か所と、倒木処理ということでヌタップ林道
と林道二風谷線の１か所、合計３か所ということで１９８万円の被害金額とな
っております。その他ということで、文教施設で３号チセとなっていますが、
今は５号チセということになっていまして、アシクネチセとイオルの倉庫ほか
ということで３か所の被害状況で１９７万円の被害金額となっています。
光ケーブルにつきましては、貫気別地区の１か所ということで２５万円の被害
金額となっています。その他道道を倒木が２か所。あと停電つきましては１８
時３７分から２１時３０分ということで、紫雲古津、去場、荷菜、本町、小平、
二風谷については２０分程度でしたけれども、川向地区につきましては２１時
３０分まで停電という形になっています。その他の合計が１４か所で２２２万
円の被害金額となっています。被害金額合計額が３１か所で５６０万円となっ
ています。２の避難等については特にございませんでした。３の降雨状況です
けれども、この表のとおりで累加雨量１００ミリを超える地区が３地区あった
ということとなっています。以上、令和３年６月４日、低気圧に伴う被害状況
等について報告いたします。

議長 次に４、新型コロナウイルスワクチン接種状況につきまして副町長に説明をお
願いいたします。副町長。

副町長 それでは新型コロナウイルスワクチンの接種状況について、別紙資料により説
明をさせていただきます。本日も道新でも報道されていましたけれども、当町
の状況について報告をさせていただきます。まず（１）の接種券の案内につき
ましては、６月２１日現在６５歳以上全ての方に案内が済んでいるという状況
になっています。６５歳未満の方への案内についてはこれからということです
けれども、この６５歳未満の方からウェブ予約の開始を予定としています。未
満の方々の順序についてはこの以下の通りですけれども、まず６０歳から６４
歳の方及び基礎疾患を有する方。これは全年齢ということになっていますけど
も、ここは接種体制に応じて年齢を区分して行うという形になっています。
また（４）のその他の③で書いてあるとおり、基礎疾患を有する方については、
保健福祉課の保健推進で申請及び予約を受け付けるという形になっています。
接種券の案内については、５０歳代、１２歳から１８歳、４０歳から２９歳、
１９歳から３９歳というこの順で案内をしていきたいと考えています。
米印で重症化予防及びクラスター発生予防の視点により、このような接種順位
としています。③でキャンセル及び優先接種への対応ということで、米印の中
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で感染予防対策を講じることが難しい対象に係る職種、あるいは行動範囲が広
く、感染が拡大しやすい対象に係る職種ということで、養護学校の職員や保育
所の職員、子ども発達支援センターの職員、平取高校、中学校、小学校とそれ
ぞれ職員と教育委員会学校関係職員等という順で進めていきたいというふうに
考えています。これらにつきましては、米印の３つ目に書いてますけれども、
７月１０日、高齢者の１回目の接種終了後に、各回６回の優先枠を設けて接種
を行いたいというふうに考えています。（２）の接種率ですけれども、①で６５
歳以上の接種率については、６月２１日現在５０．６％となっています。高齢
者については、７月中でワクチン接種については終了するということになって
います。また②ということで医療従事者等は完了しています。また介護施設等
の勤務者については、１回目の接種が終了しているという状況になっています。
（３）で今後の接種のスケジュールということですけれども、６月下旬以降、
平日、水、木、金と、木曜日は専門外来のない日ということになりますけれど
も、それで接種数の増加を図り、休日の接種については、６月、７月同様に、
あるいはそれ以上の接種を進めていきながら、９月末までには接種を完了する
という予定となっています。（４）その他ということで、６５歳以上の未接種者
への対応につきましては、接種について再度ご案内をしていきたいと考えてい
ます。また、コールセンターの状況については、電話は以前よりはかなりつな
がりやすい状況となっていまして、利用者も増えている状況となっています。
また６月２８日以降はバスの予約は、保健福祉課保健推進係で行う予定となっ
ています。③で先ほど説明しましたけども、基礎疾患を有する方については、
保健福祉課保健推進係で申請及び予約を受け付けるという形になっています。
以上、新型コロナウイルスワクチンの接種状況について報告をさせていただき
ます。

議長 次に５、平取町教育行政に関する報告につきまして、教育長に説明をお願いい
たします。教育長。

教育長 平取町教育行政に関する報告をいたします。はじめに小中学校の現況について
ご説明申し上げます。令和３年度町内小中学校の入学式は、小学校で４月７日、
中学校では４月８日に実施され、また１学期の始業式は小中学校とも４月７日
に行われております。既に３か月が経過しようとしているところでございます。
令和３年度における児童生徒の状況におきましては、最新の６月１４日現在に
おきまして、小学校５校あわせて２４０名、中学校２校で１２２名、合計で３
６２名となっております。このうち、特別支援学級への入級者につきましては
小学校１２名、中学校４名となっております。児童生徒の総数では、前年度よ
り小学校で８名の増、中学校では４名の減となっているところでございます。
教職員体制としましては、校長３名、教頭４名が新たに赴任となり、あわせて
一般教職員につきましても異動がありましたが、児童生徒及び保護者、地域と
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も積極的に信頼関係を構築することに努め、各学校における指導体制は現在築
かれているところでございます。町単独採用となります教員につきましては、
中学校２名、時間講師が小学校１名、特別支援教育支援員につきましては、小
学校５校、中学校１校において、あわせて１２名を配置しているところでござ
います。また、本年度における全国学力・学習状況調査につきましては、５月
２７日に実施されたところでありますけれども、当町におきましても、全学校
参加するとともに、実施後速やかに自校採点を行う中で、家庭学習の定着、読
書活動の推進、ノート指導などを含めた学校改善プランの見直しについても取
りかかっているところでございます。なお、詳細な結果が国より公表され次第、
議会にもご報告をさせていただきます。また、町独自で行っております標準学
力調査につきましては、同日において全ての小中学校で実施し、小学校２年生
から５年生、中学校１・２年生が受けており、その結果が出次第、各学校に戻
して課題等の分析、把握に役立てることとしてございます。
次に学校行事につきましては、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言
が５月１７日から６月２０日まで出されておりましたが、中学校での体育祭、
小学校における運動会におきましては、感染対策に努め規模縮小で実施をして
おり、雨天順延等ありましたけれども、昨日６月２１日までに無事終了したと
ころでございます。また、小中学校の修学旅行については、当初より実施を夏
以降にしており影響は今のところ出ておりません。昨年度は、多くの行事が中
止や延期、規模を縮小しての実施となりましたけれども、今年度につきまして
は、できる限り実施をしていくこととして各学校及び保護者に伝えているとこ
ろでございます。緊急事態宣言中は、中学校の部活動、少年団活動につきまし
ては自粛をしておりましたが、中体連日高地区大会が開催されることに伴い、
大会参加部活のみ北海道の方針にのっとり、６月１日より活動再開をしてきた
ところでございます。
次に公営塾平取義経塾につきまして、今年度は６月１日現在、中学生９４名、
高校生３５名の１２９名が登録をして受講が始まっている状況でございます。
中学生の７７％、高校生の５８．３％が通塾している状況でございます。今後、
高体連、中体連が終了した後に受講生がまた増えることが予想されるところで
ございます。また、今年度５月より振内支所２階で塾の振内教室を月２回、基
本的には土曜日に開設するということで、５月は延べ３１名の中高校生が通っ
ております。６月１９日には１３名が通塾しており、振内地区中高校生の通塾
環境の整備を進めているところでございます。
社会教育におきましては、児童館・児童クラブのない地区の小学生の放課後の
居場所づくりとして実施をしております放課後子供教室、これを紫雲古津、二
風谷、貫気別地区で今年度も開設をしており、紫雲古津地区３６名、二風谷地
区１６名、貫気別地区３３名の児童が参加をしております。また、振内、本町
２地区で開設されております高齢者大学につきましては、今年度４８名の方が
入学しております。貫気別地区につきましては残念ながら入学希望者が少なく、
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貫気別の明成大学役員と協議の結果、休止となってございます。現在、２地区
の高齢者大学については、コロナの影響により学習活動は休止をしている状況
です。活動再開については今後の状況を見極めながらとなってございます。
社会体育では遊びを中心とした体力づくり、リトルラビットスポーツクラブを
本町では小学校１年から３年、貫気別地区では１年生から６年生を対象に、ま
た、昨年まで参加児童が少なく休止をしていた振内地区についても、今年度１
年生から６年生までを対象として実施をしております。３地区合計で５８名の
子供たちが参加をしている状況でございます。
文化財課におきましては、緊急事態宣言中は博物館、歴史館、工芸館、開拓財
産展示施設、二風谷コタンチセ群については休館となっており、現在改修工事
中の沙流川歴史館を除いて６月２１日から施設を再開したところでございま
す。また、６月６日に実施予定でありましたマンロー先生を偲ぶ会につきまし
ても、コロナの影響で今年度中止となってございます。なお、北大文学部が管
理をしております二風谷旧マンロー邸については、今年度も内部は非公開とい
うことになりました。ただ外観のみ見学可能となっております。
図書館についても緊急事態宣言中は閉館をしておりましたが、電話予約、イン
ターネット予約による図書の貸出しを行っており、５月１８日から６月１３日
までで７８人、１９２点の貸出しを行ってきております。最後に、緊急事態宣
言により休館しておりました施設につきましては、宣言の解除により６月２１
日より再開をしてございます。以上、本年４月からの教育行政にかかる報告と
させていただきます。

議長 以上で行政報告を終了します。
日程第５、一般質問を行います。各議員から質問事項はお手元に配布したとお
りであります。この順序により質問をいたします。７番四戸議員を指名します。
７番四戸議員。

７番
四戸議員

７番四戸です。提出しておりました質問事項につきまして、質問していきます
ので、よろしくお願いいたします。全国、私たちの町平取町も年々高齢化が進
みまして、町の人口の約３６％が高齢者であります。この高齢化により、独居
での生活者も増えてきています。過去５年間で、孤独死されている町民の方も
増えてきております。また、この２年間コロナの影響を受けまして、遠くにい
る子供さんや孫さんたちも親に会えない日が続いております。さらには、サロ
ン等なども中止が続き、自宅で過ごす日が多く、独居の町民の方の認知症や病
気等が心配です。このような町民の見守りにつきましては、福祉課を中心に民
生委員や社協、また自治会の福祉委員、さらには２年前にできました市民後見
人制度などで支援が進められていると思います。これから増える高齢者の支援
対策として、さらにもう一歩進んだ見守り方が出来ないか、３点に分けまして
お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
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まず１点目ですが、平成３０年に統合型ＧＩＳについて議会でも説明を受けて
おりますが、現在このＧＩＳが３年間経過しております。この３年間どのよう
に活用されてきたのか、また今後どのように活用されていくと考えているのか、
具体的な説明をお願いいたします。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

はい、只今の質問にお答え申し上げます。統合型ＧＩＳの導入につきましては
今質問にもあったとおり、令和元年度に導入費用を予算化しまして導入をして
きております。現在、統合型ＧＩＳ地図情報システムが導入されている部署に
つきましては、税務課、まちづくり課、総務課、建設水道課、産業課、農業委
員会、町民課、振内・貫気別両支所、保健福祉課、教育委員会生涯学習課、日
高西部消防組合平取支署となっております。事業の概要につきましては、要支
援者の支援台帳システムの導入と、統合型ＧＩＳと言われる地理情報システム
を同時に導入するという事業となっておりまして、要支援者の台帳システムに
つきましては、住民記録、固定資産情報等を管理する総合行政システム内に要
援護者支援台帳のシステムを構築して、住民記録ですとか固定資産情報のほか、
要援護者支援台帳システムの構築に必要な介護情報、地域包括情報、障害者情
報など、６部門のシステムデータを連携して実効性のある要援護者支援台帳を
整備してきております。同時に整備を進めてきた地理情報システムにつきまし
ては、地理情報及び付加情報をコンピューターの地図上で可視化するといった
ものでございまして、情報の関係性、傾向などわかりやすい形で利用管理でき
る地図情報を多くの関連部署が連携し、運用できるように統合しているもので
ございます。同時に多くの情報を共有することが実現してきたかと考えており
ます。導入された要援護者支援台帳に集約された情報、こちらを地理情報シス
テムと連携させて、多くの情報の見える化を図ってきているところです。
現在、令和元年度に導入されたもので要支援者台帳のベースになるものは既に
できている状況で、要支援者台帳の打ち出しが可能となっておりまして、こち
らと地図情報のひもづけについても、大部分整理がされてきているところです。
もともと今整理をされてきたものに、条例等でその他に位置づけられていた、
例えば妊婦さんですとか、そういった情報も今追加しようということで、さら
に加えて整備を随時実施しているところです。今現在は、各部門で入力をお願
いするところもありまして、そういった連携を図りながら、常に精度の高い、
その時の実態が把握できるような台帳整備を行って、それを可視化して各部署
で活用するという作業を実施しているところです。細かいルールづくりですと
か、そういったことについて随時、今は協議をしてより充実した活用ができる
ように準備を進めている段階でございます。以上です。

議長 ７番四戸議員。
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７番
四戸議員

ありがとうございます。課長の今説明で町民課や税務課、結構の担当課で活用
しようとしている、活用している担当課もあると思うのですけれども、今要支
援者の話も出ましたけども、聞いた話では福祉課ではまだ活用整備が整ってな
いと聞いているのですが、その辺はいかがでしょうか。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

はい、お答えいたします。整備が整っていないというわけではなくて、入力の
ほうは既に大体のところは終わっているような状態であります。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

それであれば、コロナのこともあったと思うのですけれども、今後においては
高齢者に対しても活用していけるというふうに考えておいてもよろしいのです
か。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

はい。おっしゃるとおり今後において各個人の高齢者とか独居老人の方の情報
をその内容を見ながら活用していきたいと考えております。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

先ほど申したように高齢者も増えてきておりますので、こういうものも活用し
ながら高齢者の支援に当たっていただきたいと思っております。
２点目に入りますけれども、先ほども前段で話しておりましたが、特に独居の
高齢者の支援状況についてでございますが、これについてちょっとお聞きした
いと思います。高齢者の支援対策として、今までは福祉課を中心に民生委員、
社協また自治会の福祉委員など、数々な支援が行われておりますが、私の聞い
たところでは、社協や自治会の福祉委員などは、この５年間そういう動きは取
っていないというふうに聞いております。今言われた民生委員だとか社協、自
治会の福祉委員なのですけれども、この辺とやはり連携した業務の在り方が足
りないと思います。そういう点につきまして、今後、担当課がどのように考え
ているのか。また、６５歳以上の独居の方が今５８１名います。緊急通報シス
テムを利用している町民の方は２８名です。何故、ほかの町民の方は、この緊
急システムも利用されないのか、その点についても伺いたいと思います。

議長 保健福祉課長。
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保 健福 祉
課長

はい。自治会の福祉委員の方の関係ですけれども、まず自治会の方には、助け
合いネットワーク活動推進事業ですとか、あと老人クラブなどを通じた見守り
活動を中心に活動を行ってもらっているところであります。また、６５歳以上
の独居の老人の方の緊急通報サービスを導入しない理由ということですが、ま
ず緊急時における行動が困難な方に対するサービスとなりますけれども、まち
だよりや地域包括支援センターの職員が訪問時にチラシを持参して説明はして
いますけれども、独居の高齢者が元気なうちは設置の必要性を感じていないこ
とが一つの原因かと考えております。また、緊急通報サービスを導入というか、
設置しても身体に異常をきたした場合には、軽度であれば通報ボタンのほう押
せるのかとは思うのですけれども、重度になると通報ボタンを押すことすら出
来ないことも一つの要因かと考えております。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

その辺が利用出来ていない理由なのか、私も今の課長の答弁だけでは理解でき
ないところがございます。これは一つの例でございますけれども、今年の令和
３年に入りましても孤独死が本町でございました。亡くなられてから２０日ぐ
らい経っていたそうでございます。また、このコロナの影響で自宅から外に出
られずいた独居の女性の方が、尋ねて来ました友人の前で突然と倒られました。
当然、その友人はすぐに消防に電話をし救急隊が来ました。消防が来たときに
は、もうこの方は心肺停止の状態だったそうです。その救急隊の賢明なる措置
で息を吹き返したそうでございます。その後、ドクターヘリで札幌の病院へ運
ばれ、現在は流動食になりまして平取町には戻ってこれないということでござ
います。このような事態が増える中、今先ほど言いましたＧＩＳ等などを使い
まして、もっと進んだ高齢者の見守り支援が出来ないか、もう一度伺いたいと
思います。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

はい、今のところそういったＧＩＳを使ったような見守りはちょっと難しいか
とは思います。自治会ですとか、あと民生委員の方に小さな見守り活動という
ようなことで、例えばカーテンが長期間開いてないですとか、あと郵便受けに
新聞等が長期間たくさん挟まっているですとか、そういうような見守りをして
いくことが重要じゃないかと担当のほうでは考えているところです。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

それはある程度のデータですから、なかなかデータばかり整備されても支援の
ほうは人がやることですから難しいと思います。さっきも言いましたけれども、
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この５年間、社協や自治会の福祉員が携わっていないんです。民生委員の人は
当然それなりに動いてくれると思いますけれども、要するに今後この連携は、
もう一度聞きますけれども、本当にやれるのか。やろうとしてできるのか、そ
の辺についてもう一度伺いたいと思います。

議長 まちづくり課長。

ま ちづ く
り課長

はい。要援護者支援台帳の関係でいくと、その提供に関する条例という中で、
提供先が法律にもひも付けられているんですけれども、消防機関、警察機関、
社会福祉協議会、民生児童委員、自主防災組織、その他となっていますので、
このＧＩＳの情報については、名簿の提供等一定の手続をとれば、民生児童委
員さんとかにも行うことができるということになりますので、こちらが提供し
たその台帳情報をさらに個別計画という段階に進めていただくことで、情報共
有したり有効に高齢者施策に活用できるものかと考えています。その辺の地図
情報の整備を今ルール化して具体的に進めようとしているところですので、そ
ちらの目処がついてくると、議員のおっしゃるような地図情報と関連づけた活
用の幅も広がってくるものと考えています。その辺についても随時進めていけ
るように図っておりまして、できれば次の民生児童委員さんの集まりのときに
は、我々も地図情報システムの管理の観点から少し伺ってお話等をさせていた
だければと計画しているところです。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

何回も言っておりますけれども、増え続けている高齢者に対して、そういう支
援対策よく検討してみていただきたいと思います。
３点目の市民後見人制度についてでございますが、これについて伺いたいと思
います。過去の話になると思いますが、この制度がまだ立ち上がらないとき、
平取町の町民の２人がプロの後見を受けておりました。しかし、年々増えてき
ている高齢者の後見を、プロの人が支えられなくなっているのが現状でござい
ます。そこで、いち早く立ち上げたのが平取町の市民後見人制度でございます。
平取町では２０人の後見する人がいらっしゃいます。その中ですぐに後見でき
る人は現在は１０名ぐらいです。さらに、現在２名の町民が市民後見の支援を
受けております。現在はもう１人の町民の方が後見の手続、静内の裁判所です
ね、申請中でございます。その方が出ますと３名となり、今後増える高齢者を
支援する後見の人が、現在これから十分ではないと思いますが、この点につき
まして、担当課はどのようにお考えなのか伺いたいと思います。

議長 保健福祉課長。
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保 健福 祉
課長

はい。今四戸議員がおっしゃるとおり、平取町の市民後見人の登録者数ですけ
れども、９名となっております。受任予定を合わせて３件に、市民後見人６名
が活動もしくは活動予定となりますので、今後高齢者が増加して市民後見人を
利用する方の増加が予想される中、市民後見人登録者数は十分とは言えないよ
うなのが現状であります。そうしたことから、今年度平取町社会福祉協議会に
委託して市民後見人の養成講座の開催を予定しているところであります。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

今課長が答弁にありました市民後見人を増やすために、要するにこれからそう
いう場を設けるという話でございますけども、そこで、今後、後見をする町民
の方が増えてくると思いですか。その辺について、もう一度答弁お願いします。

議長 保健福祉課長。

保 健福 祉
課長

はい、募集してみないと何とも言えないところもあるとは思うのですけれども、
増えてほしいというのが正直なところの気持ちであります。

議長 ７番四戸議員。

７番
四戸議員

課長だけの答弁では無理だと思いますので、今までの独居の高齢者の見守り対
策について、副町長もお聞きしたと思いますので、最後になりますけれども副
町長の考え方をお聞きして質問は終わりたいと思います。

議長 副町長。

副町長 はい。それでは高齢者の見守りという視点でお答えをしたいと思います。
まず、高齢者の人口ですけれども、今回、今年からスタートした介護保険の計
画の中では、現在１７００人台の高齢者がいますけれども、令和７年、２０２
５年には１６３０人という形で高齢者は減るのですけれども、実際人口の割合
としては高齢者が増えてしまって、今よりも高齢化率が上がってしまうという
ような状況になっています。あと見守りというか、独居高齢者について特にこ
の社会的活動がどうかというような、今回、介護保険計画をつくる上ではアン
ケートを実施しまして、その中では地域活動への参加というところでは、なか
なか参加意欲がないというか、４割ぐらいの方は余り参加したくないという方
もいます。今サロンなども実施をしていますけれども、そのサロンについても
参加意欲でいけば、５割以上の方が参加したくないというような、そんなアン
ケートとなっていまして、その理由としては、４割の方は交流とか人との交流
が苦手というような状況になっているので、なかなか今もサロンの関係ですと
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かいろいろ高齢者に対しての取組はしていますけれども、やはりかなりの工夫
が必要かなというふうに考えています。その中で四戸議員がおっしゃったその
見回りの関係ですけれども、町でいけば高齢者の交流サロンですとか、あるい
は支援者マップですとか、あるいは先ほど出てました緊急通報システム、配食
サービスなども、あと介護予防把握事業ということで、包括支援センターのほ
うでは独居高齢者及び気になる高齢者の把握なども行って、民生委員さんにつ
いては身近な相談相手という形で、町としてはやっています。また、社協の取
組も出てましたけれども、社協の中では助け合いネットワーク事業もこれもほ
ぼ出来てからかなり経つ制度だと思いますけれども、その中では、特に昼食会
の事業というのが、今メインでやられています。交流機会の提供ということで
やっているようですけれども、そのほかにもこの事業の中では助け合いチーム
づくりというのが本来ありまして、定期的な訪問ですとか声かけ運動とか除雪
だとか引っ越しだとか、そういう事業をチームでつくって、それに社協として
いくらかの事業費の補填をするというような制度となっています。また、福祉
委員のお話も出てましたけれども、これもできてからかなり経つ制度ですけれ
ども、自治会単位の小地域ごとに配置された地域の見回り、声かけ活動という
ことで、その説明書を見ると、カーテンが開いていなければというようなこと
も福祉の役割としてありましたけれども、いずれにしても先ほどの緊急通報シ
ステムにしても、思ったよりも件数は伸びていないし、社協の団体のことにな
りますけれども、それぞれの制度が出来てかなりたつということもあるので、
比較的新しいので言うと、その出来てからかなり経つ制度がありますけれども、
ある程度こう機能しているのかどうかという見直しというか、検証が必要かな
というふうに思っていまして、それらについては高齢者のネットワーク会議な
どもありますので、その中でしっかりとご意見をいただきながら、見直しを進
めていただければなというふうに思っています。また、先の話になりますけれ
ども、今回も介護保険事業計画作りましたけれど、その中では高齢者のニーズ
調査というものをやってまして、今度計画を策定するのが令和５年度なんです。
実際にアンケートを取り組むのが令和４年度の後半か、５年度初めかというこ
とになりますけれども、そこのところではもう少し踏み込んだアンケート、ニ
ーズを把握して次の計画づくりに生かしていきたいなというふうに考えていま
す。今のところ即何をするかという強力的なことが出来ないんですけれど、何
かあったら、包括支援センターに相談するというのが一番対応ができるかとい
うふうに考えています。長期的に言うと、そういう計画のつくりではしっかり
としたアンケートをとると、あとは制度的な見直しをするということだと思い
ます。

議長 ７番四戸議員。

７番 ありがとうございます。もう一つ最後に、先ほど市民後見人制度、こういう状
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四戸議員 況、先ほど話したことになっているのです。だから、町として今後どのように
考えているのか、その辺もう一度お願いしたい。

議長 副町長

副町長 はい。市民後見人の関係につきましても、やはり今登録されている方がおりま
すが、さらに今回、今年度、それぞれフォローアップ研修や新たな研修を行い
ますので、そこにはできるだけ多くの方が参加できるように町としても働きか
けをしたいと思ってます。

議長 よろしいですか。以上で四戸議員の質問は終了いたします。
次に、３番中川議員を指名します。３番中川議員。

３番
中川議員

３番中川です。それでは、先に通告してあります冬場の降雨時の災害防止対策
として農業用排水路の氷上げに、町が支援をということで質問をさせていただ
きたいと思います。
近年、豪雨災害が日本各地で毎年のように被害が起きている状況にあります。
その中でもここ数年、短時間で降る豪雨は非常に多くなり、平取町でも降雨災
害は毎年のように起きています。大雨により農業用水路に土砂が流入した場合
には、災害復旧事業として対策をとってきました。先ほど、最初に説明してい
たことも同じようなことだと思います。６月４日の産業厚生常任委員会の協議
事項の中でも、４月１７日から１８日かけて貫気別、荷負、振内、川向で降雨
の影響を受け農業用水路に土砂の堆積被害が起きています。その時に、緊急自
然災害防止対策事業債を活用したいとの協議をしていました。そこで最初に沢
水が農業用水路で土砂被害が起きた場合など、どのような異常天然現象になっ
たとき、災害復旧事業の対象として扱われるのか、伺いたいと思います。

議長 建設水道課長。

建 設水 道
課長

中川議員のご質問にお答えさせていただきます。まずはじめに災害の定義につ
いてご説明させていただきます。公共土木施設災害復旧事業費、国庫負担法に
よりますと、災害復旧事業の採択要件については３要件ありまして、１つ目は、
異常な天然現象により生じた災害であること。２つ目は、現に維持管理されて
いること。３つ目には、地方公共団体またはその機関が施工するもの。この３
つの要素を満たして災害事業復旧事業の対象になるということが定義、規定さ
れてございます。また、中川議員のご質問であります異常な天然現象について
でありますけれども、雨による場合につきましては、最大２４時間雨量８０ミ
リ以上の降雨、また時間雨量等が特に大である場合、これは俗に言いますゲリ
ラ豪雨等の表現が近年されておりますけれども、時間雨量で２０ミリ以上の降
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雨の場合、また風による場合につきましては、最大風速１５メートル以上、こ
ちらは１０分間の平均風速の最大ということになります。また、地震による場
合、地すべりによる場合と異常な天然現象と定義されてございます。これらの
現象により管理する施設に被害が生じた場合に、また、河川災害については著
しく河道が閉塞したために破堤した場合、堤防護岸等の決壊した場合、また流
水の疎通を害し人家、公共施設、農耕地等に甚大な被害を与えた場合、または
時期出水でこれらのおそれが大きい場合における埋塞土の除去に関わるものに
ついては、災害復旧事業の対象となると規定されております。また、河道が著
しく埋塞した後は、河道断面の３割程度以上の埋塞があった場合を言ってござ
います。それらに該当する場合に、災害に適用されるというふうに理解をして
ございます。以上、お答えさせていただきます。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

今、天然災害について説明がありましたけれども、ここら辺に多いのは降雨量
ということで、降雨量が最大２４時間で８０ミリ以上あるいは時間雨量で２０
ミリ程度以上ということになってますけれども、実際に８０ミリ以上というふ
うに謳ってますけれど、これに近くても対象にはなるのですよね。

議長 建設水道課長。

建 設水 道
課長

はい、お答えいたします。要は８０ミリ以上降らなければ、災害としては認め
られないということで規定をされておりますので、そのように運用しておりま
す。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

それでは、これ言った数字以上でなければ駄目だということになれば、それ以
下の場合は、単独災害ということになるのか、町でやっている単独災害という
ことなのか、そこの点について伺いたいと思います。

議長 建設水道課長。

建 設水 道
課長

お答えいたします。未満につきましては、単独災害もこちらは起債の対象にな
っていきませんので、単独災害ともなりませんので、維持工事、単独費の維持
工事という扱いで対応せざるを得ないというふうに理解しております。

議長 ３番中川議員。
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３番
中川議員

それでは、ここ数年冬の２月、３月に低気圧の影響を受けて気温が高くなり雨
量が多く降ることがあります。今年の２月１５日、１６日と気温が上がり、低
気圧の影響を受けています。日高門別アメダス気象表では、一日の降水量が１
５日は３６．５ミリ、１６日は２５．５ミリと災害対象ではないと思うが、冬
場の雨にしては、降る量も多かったと思われます。気温は最低でもプラスの温
度になっていた状況です。二風谷ダムから日高町平賀につながる農業用水路沙
流幹線には常に沢水が流入している用水路です。本町付近では５か所、去場付
近で３か所、紫雲古津平賀付近でも３か所から沢水が流入しています。冬の時
期になると、この幹線には毎年スケートリンクのように氷が張る状況でありま
す。この氷が、降雨の影響受け幹線から溢れ出し水流が平賀地区で農業被害が
発生しています。原因は、溶けた氷が流れ出し、幹線に架かる橋の欄干につま
り、幹線から清流があふれ被害が出たと聞いています。この時期、土地改良区
は沙流川からの通水はしておらず、沢水の融雪水が増流し幹線に流れ込んだこ
とが原因だと思うが、これが平取町で異常な天然現象が起きた場合、自然災害
防止のための氷作業、氷除去作業は、先ほど一般単独災害にはならないと言っ
ておりましたけれども、課長がさっき言われたとおりのそういう形の災害復旧
事業なのか、そこら辺のところをもう少し聞きたいと思います。

議長 建設水道課長。

建 設水 道
課長

お答えさせていただきます。先ほどお話させていただきましたように、用水路
からの越水防止に対する作業につきましては、維持作業というふうに今理解を
させていただきますけれども、ただ、先ほど説明の中で融雪による場合という
ことで説明させていただいてない部分がありまして、融雪の場合は、温度、降
雨また積雪量に伴って、溶ける雪の量があると思うんですが、そういうものを
換算して８０ミリ以上っていうものがあれば、災害として申請することは可能
だと思います。ただ、平取町の場合、旭に降雪積雪のアメダス地点がございま
して、あとは穂別しかございません。富川門別にもアメダスはあるのですが、
積雪量がないものですから、自前で積雪量を定期的に測りながら、溶けた後の
雪の量、溶ける前の雪の量などを観測しながら、降雨量を換算していくという
作業が求められるというのが現実でございます。ですので、今の現状の中では
そういう対応、観測するノウハウ等もございませんことから、実際のところ融
雪による部分については、なかなか申請が難しいという状況で今動いているの
が現状でございます。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

わかりました。以前に、平成３０年３月８日から９日にかけて、一日の降水量
が４５．５ミリ。このときも、低気圧の影響を受けて融雪、融水被害の対応を
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しています。このときは平取町内、荷菜から紫雲古津までの氷上げ作業は、町
は８３万円程度の負担で、町外の平賀地区については改良区が６５万円程度の
作業費用がかかっています。一応、災害復旧事業に関わる負担割合等は取決め
なされていると思いますけれども、この時、平取町内分に関しては町が１００％
負担しています。このことから、災害防止作業については、一刻を争う作業な
ので、甚大な被害が出る前に、自然災害防止作業については、町が全額負担と
して、これから認めてもらうことはできないのか伺いたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 はい。中川議員のご質問に、当時、平成３０年３月融雪被害による災害復旧は
産業課で対応しておりますので、私のほうからお答えさせていただきたいと思
います。平成３０年３月８日から９日にかけて低気圧による降雨、融雪にかか
る災害復旧については、平成３０年３月１５日に開催しました産業厚生常任委
員会において、本件の被害状況を報告するとともに災害復旧についてお諮りを
し、早急に対応する必要があったことから、平成２９年度一般会計予算にて、
流用及び予備費充当により、災害復旧費で予算措置をし、対応処理したところ
であります。早急に対応処理した件数でありますが、町内農業水利施設７か所、
災害復旧費総額１４６万１６１８円となり、いずれも沢水の増流が原因であり、
先ほど建設水道課長が答弁しましたように、当時の天然現象及び災害事象では、
災害復旧には該当しないため、全額町費で処理しています。このうち、中川議
員からご質問ありました１００％町が負担したことについては、原則、災害復
旧の定義では、各施設被災を受けた場合、施設を所管するところが復旧するこ
とになりますが、平成３０年３月の災害復旧については、町が所管する農業排
水路３か所、沙流土地改良区が所管する農業用水路が４か所でありました。し
かし当時、先ほどもお話ありましたように、沙流土地改良区が所管する農業用
水路は、改良区が管理する通水使用期間ではなく、被災原因が沢からの沢水の
増流に伴い農業用水に流入したことが明らかであり、また、用水路を越水し、
人家に浸水するおそれがあったために、町が早急に対応し、町が全額負担して
おります。これまでもそうでありますが、自然災害が発生した場合、それぞれ
施設を所管する所が対応しており、町道、町費河川、無名沢については、町建
設水道課。改良区、農協が所管する農業施設等は、改良区、農協。町が管理す
る農業施設、林道、治山施設は産業課といった対応をしておりますが、時には
災害の事象によって、関係する機関が集まり連携協議をし、対応処理している
ところであります。特に改良区管理する農業用水、幹線用水路になりますが、
こちらについては、頭首工からの取水ばかりでなく、町の事情により、町費河
川等から流入している箇所が町内で数か所ありますので、先ほど申し上げまし
たとおり、災害の事象から対応、判断をしていきたいと考えています。
したがいまして、中川委員からご質問ありました自然災害の場合、町が負担す
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ることが良いのではないかということでありましたが、ぜひ、今後も災害の事
象からこういった対応をさせていただきたいというふうにご理解願いたいと思
います。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

私が持っている資料の中でも、この時には災害応急対応費ということで、名目
で支出しているんです、町側はね。そういった意味でこういう災害、一応防止
作業、災害になる前の防止作業なんですけれども、こういう場合は、この災害
復旧対応費という形で、今後見つめて話し合ってから決めると言いましたけれ
ども、こういう形の場合は、こういう対応費で賄ってもらうことは出来ないの
か、そこら辺伺いたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 はい、お答えしたいと思います。農業サイドの災害復旧については、今年度か
ら一般会計のほうの農業振興費のほうでもそういう形で予算措置をして、万が
一何かあった場合の早急に対応していくということで予算措置をしておりま
す。ですから、中川議員から今ご質問ありました件については、そういう形の
中で各関係機関と調整をしながら実施は可能かなというふうに思っています。
また、融雪の部分はちょっと置いておくのですが、６月４日に先ほどお話あり
ましたように、産業厚生常任委員会の中でもお話をさせていただいたんですが、
これまでは、公共債は別として、町が一般単独災害をする場合には、基本農業
サイドの災害復旧からいきますと、例えば水路等に土砂が入った場合、その場
合には土砂上げだけしか出来なかったと。そうなると、また２、３年のうちに
同じような降雨があった場合に、また同じように土砂が埋塞するという形にな
っています。それの、これまでは何度も同じ繰り返しになっていたかというふ
うに思っているのですが、今後は先ほど言っていた緊自債ですね、緊急自然特
別対策事業債を使った中で、あらかじめその事故起きる前の未然防止対策を講
じていく形の中で、少しでも排水路、水路の機能を、寿命を図るような観点か
ら進めていきたいというふうに考えています。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

わかりました。先ほど私の説明の中に、負担割合ということについてお話しし
ていますけれども、これ通告していないけれども、例えば例を挙げてお話しし
てもいいですか、議長。

議長 よろしいですよ。はい、どうぞ。
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３番
中川議員

わかりました。この負担割合なんですけれども、平成２８年８月２２日、２３
日、２４日と台風被害がありまして、このときも降水量１１０．５ミリ、２日
目は４２ミリ、３日には１３６ミリと大変大きな災害であったと思います。
このときに平成２８年度災害復旧負担割合ということで、沙流幹線につきまし
ては町５０％、改良区５０％という形でお金を支払っている、支出しています。
工事の概要については、盛土または法面修正、土砂廃土という形になっていま
すけれども、この盛土ってありますよね。盛土ということは多分、土嚢に土詰
めて、そこから溢れないように幹線のふちに置く仕事だと思うんですけれども、
それはもう災害防止の作業になると思うんですけれども、このときも改良区は
災害の際は、この幹線には水は搬入していない状況です。そういうときに、や
っぱりこういう仕事に関しても防止作業については、そういうさっき言った災
害応急対応費という形でできないものか、そこら辺を伺いたいと思います。

議長 産業課長。

産業課長 はい、お答えしたいと思います。今の部分で、盛土という話なんですけれど、
降雨が発生して、多分法面等が崩れたと思うんですけど、当時ですね、そこを
盛土したっていうことで、あくまでもそれは防止対策というより復旧策だと思
うんですよね。今まで法面ありましたと、それが雨で流れたので、そこをもと
に原状復帰にしましょうということで、盛土をしたと思うんですけど、ですか
ら、その中川議員が言っている災害防止っていう部分と復旧とはまたちょっと
違うのかなと思います。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

わかりました。今の話はなかったことにしてもらいたいと思います。
それでは、次にこの幹線、二風谷ダムから水を通水し、日高町平賀地区までの
距離を流れ、平賀のエショロカン沢川と合流し、最後は沙流川に抜ける農業用
排水路です。今まで平賀地区の幹線については、土地改良区が災害防止の対策
をしてきましたが、一応管轄は日高町なので、日高町交えて対策、対応策を考
えることが望ましいと私は思っております。そこで、冬場の低気圧の影響を受
け対策が必要になった場合、日高町にも関わることなので、２町で災害防止区
間の管轄を分担し、対策を両町で検討してはと思いますけども、そこら辺いか
がでしょうか。

議長 町長。

町長 その件につきまして、私のほうから答弁差し上げたいと存じます。先ほど産業
課長の答弁にもございましたけれども、土地改良区が管理する沙流幹線でござ
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いますけれども、これ町費河川が諸事情によって複数流入しているというよう
な現状がございまして、中川議員おっしゃるとおりこの沢の流入がなければ、
ご質問のような氷がはるとか融雪時の心配というのは、非常にこう少ないので
はないかというふうに認識をしているところでございます。この沢の流入をど
うするかということが、基本的な課題でもあるかなというふうに押さえており
ますけれども、すぐにこれらの課題を、流入をどうにかするというような代替
策、整備がなかなか難しい状況であるということは、私どもも認識していると
ころでございます。あわせて、今回の融雪被害の影響だけでなく、降雨による
土砂災害などにも対応をすべきというようなところもありますので、そういっ
た複数の沢自体も整備をあわせてやらなければならないというふうに思ってい
るところでございます。紫雲古津地区の幹線に流入する３つの沢がございまし
て、その沢を例にとって言えば、本当に流末が幹線につながるところは平取町
であって、ほとんどその河川の大部分が日高町というような実態の河川が多い
ということでございまして、その河川の整備一つとっても、平取町だけの問題
ではなくなるというようなところもございますので、またこんな現状もありま
すし平成３０年、それから今年の春もなかなか今までにはなかったような融雪
被害が頻繁に起きているというような状況もありますので、最終的には日高町
にあるエショロカン沢へつながっていくということでございますので、この辺
当然おっしゃるとおり平取町だけの問題ではないと、それから沢の整備もあり
ますし、その辺については当然エショロカン沢を管理する日高町、それから平
取町、それからそれにつなげている土地改良区の３者がやはり集まって、この
辺の未然防止対策等も含めて、この辺の対応をどうするかということを今後検
討して、適切に対応してまいりたいというふうに考えてございます。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

ありがとうございます。そのようにお願いしたいと思います。やはり今、日高
町のことだけをお話ししましたけれども、紫雲古津地区については、津川課長
の裏山については日高町管轄なので、あそこから来る沢水については両方で協
議してもらって、どうするかという考え方をしてもらいたいなというふうに思
います。そこで私、ここ５年間のアメダスを見て気になったことは、６月、７
月、８月、９月とこれからなんですけれども、降水量が平年より異常に多くな
ってきています。そのため、近年多いゲリラ豪雨による影響で土砂災害などの
被害が大きい。また、２月、３月と冬場の時期についても温暖化の影響なのか、
沢水の融雪水の増水、浸水被害が考えられるので、沢がある山については、平
取町に面していても、山林は日高町の管轄とか、他の町の管轄ということもあ
り得ますので、災害防止対策については、近隣の町村とも協力しながら対策を
とるべきと思いますけれども、その辺町長どうお考えですか。
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議長 町長。

町長 はい。今中川議員ご指摘のとおり、雨とかは町界を選んで降っているわけでは
ありませんので、その広域的な対応というのはどうしても必要なあれが出てく
るという様なところもありますので、そういった災害防止のための施設整備も
やはり広域でやらなければならないところもありますし、起きた場合の対応と
かそういうものも、例えば河川という軸を通って、沙流川にとれば日高町、平
取町にまたがる河川ですので、そういった流末も含めて支川も含めて広域的な
対応をせざるを得ない場合には、当然関係町と連絡してそういった対応を図っ
てまいりたいと。具体的にどうするかというようなことも含めて、早急に担当
防災も含めて検討する機会をつくって参りたいというふうに考えています。

議長 ３番中川議員。

３番
中川議員

最後に、これからの時期は災害の時期と思われます。行政の判断が遅れると、
二次災害、三次災害の恐れがありますので、対策については慎重にお願いいた
したいと思います。これで私の一般質問を終わりたいと思います。

議長

議長

はい。これで中川議員の質問を終了いたします。休憩いたします。
再開は、１１時ちょうどということでお願いいたします。

（休 憩  午前１０時５３分）
（再 開  午前１１時００分）

それでは、再開いたします。
続きまして、９番高山議員を指名いたします。９番高山議員。

９番
高山議員

９番高山です。一般質問につきましては、事前に通告してあります町の情報公
開と自治体の法務体制についてという、この２点についてそれぞれご質問をさ
せていただければというふうに考えております。まず１点目でございますけれ
ども、町の情報公開条例とその対応についてということで、このことにつきま
しては、自治基本条例の第６条の中に、それぞれ情報の共有制度の中の勿論そ
の手段として、平取町情報公開条例をはじめとした条例について、それぞれ情
報公開を有する制度を整理していきたいということが書かれている内容になっ
ています。平成１７年３月１４日の条例第２号による平取町情報公開条例にお
きましては、町政に対する理解と信頼を深め、町政参加の一層の推進を図り、
もって地方自治の本旨に即した町民本位の開かれた町政の発展に寄与すること
を目的とするという定義がなされております。こういった内容等につきながら
自治基本条例、そして町の情報公開条例、公開条例を補完するような形の中で
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の平取町の文書規定なり規則について、関連して質問させていただければとい
うふうに考えておりますので、よろしくご答弁をお願いしたいと思います。
まず、最初でございますけれども、この平取町情報公開条例に基づき、町民な
どから情報公開の請求があった件数というのは、過去、自治基本条例が制定さ
れてから、もしくはこの５年間の公開請求の手続によった実績についてあるの
かどうか、まず一点伺いたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 情報公開の件数でございますけれども、今手元にあるのが３か年の実績につい
ては情報がございますので、３か年についてまずご報告させていただきたいと
思います。平取町の情報公開につきましては、平成３０年度においては、請求
件数が３件ございました。そのうち、不存在が１件、一部公開が１件、全部公
開が１件でございます。令和元年度におきましては、請求件数が２件。このう
ち全部公開が２件でございます。令和２年度においては、請求件数が２件。そ
のうち全部公開が２件という状況となっております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

この公開条例中の第２条、定義を謳われております公文書ということにつきま
しては、それぞれ行政機関の職員が職務上に作成し、または取得した文書とい
うことの中でそれぞれ整理をされておりますけれども、その後に決裁はわかり
ますけれども、供覧等手続を終了しという、供覧等手続を終了するというのは、
どういう内容なのか、まず一点教えていただきたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 その内容につきましては、まず請求者から請求行為がなされた段階で、開示す
べき内容について、非公開情報があるかどうかという判断をするところという
ことでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

もう一点、今ちょっとよくわからなかったのですけれども、俗に言う公開する
手続が請求されたこと、もう一回だけちょっと今の答弁をお願いしたいと思い
ます。

議長 もう一度、総務課長お願いいたします。
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総務課長 請求内容を精査し、その請求内容に対して、非情報公開の情報が入っているか
どうかという検証をするということでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

ということは、これは事前に手続が来たときに、その内容を見て出せるかどう
かということのそういう供覧等の手続が終了しているというか、その中に入っ
ている、請求されている行為が合致するものがあるということのお話でよろし
いんですか。

議長 総務課長。

総務課長 求められた情報については、非公開情報に７項目がございます。個人情報など
の情報がそれに該当してくるのですけれども、そういう情報が今回求められた
情報の中に入っているかどうか、もし入っている場合につきましては、関係者
などにも意見を伺わなければならないということになっておりますので、そう
いうことを整理した中で、情報として出せる部門のみ公開するという流れとな
っていきます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

いや、わかりました。ということは、決裁した文書だけではなくて、これは最
初からこの一般情報公開条例に基づいて出せるものを事前に、例えば後から出
てくるのですけれども、例えば統一した基準だとか、ファイリングやっている
かどうかわかりませんけれども、そういった形でセットになったものが、一般
公開情報に出せるというものの終了されているということなのか、出されたも
のの中に、当然この条例の中にはこういう個人情報だとかいろんな方にこだわ
ること、ものについては、もちろん出したら駄目だということなんですけれど
も、これは事前に用意しておいて、これは出せるよということが用意されて終
了されたものという捉え方ではなくて、出されたものの中に、ちょっとこれは
駄目だねというものを、これは出された後の吟味の中での対応の文書というの
が終了しているということの理解なのですか、その辺もう一回だけ申し訳ない
です。

議長 総務課長。

総務課長 同じ答弁になりますが、求められた情報に関し、非公開情報などが含まされて
いるかという精査をしなければならないと。その段階でもし含んでいる場合に
ついては、当然そこの部分を削除した中での公開となりますし、また、その求
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められた情報の中に第三者なりの関係者がいた場合につきましては、その第三
者から意見を聞き、了承を得なければならないというふうにもなっております。
出てきた内容をまずは個人情報的なものがあるのかないのかという情報の確認
をしてから、情報を公開するという形の流れになりますので、よろしくお願い
いたします。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

わかりました。そういった意味では、ここの条例でいうこれの決裁または供覧
手続を終了し、というのは終了した実施機関を管理しているものというのは、
基本的には出てきた内容の中で、これは公開できないものだよということの、
そういった整理されたものが公開するということだということで理解していき
たいなと思います。この流れの中でいきますと、自治基本条例に関わるものも
そうですし、この公開条例そのものもそうなんですけれども、その関連の中で
平成２２年６月４日につきましては、規則でございますけれども、こういった
自治基本条例だとか、それから平取町の公開条例の適正かつ迅速な処理を図る
ことを目的とするということで、文書の管理規則なり規定がつくられていると
いうふうに理解してますけれども、この文書の管理規則などによると、そうい
った意味では文書等の主管課長につきましては、これは勿論総務課長というこ
とになるかと思いますけれども、この規則の中には主務課には文書管理者とい
うことで課長置くということになってますけれども、課の中に文書等主任もし
くは大きな課であれば必要なら副主任を置くということになって、規則なり規
定の中で書かれておりますけれども、こういった形の中で公文書なり行政文書
が整理されていくと思われますけれども、それぞれの課の中には、そういう課
長だけでなく、主任なんていう形の発令事項かどうかわかりませんけれども、
そういう形の中でこの文書の整理をしているということになっているのか、そ
の辺はどうなのか、この一点回答をお願いしたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 文章の管理につきましては、当然各担当課長がその主務にあたる形となります
が、今ご質問にある副主任の部門でございますが、現在ではその任に当たるの
は主幹もしくは係長クラスがその任に当たっております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

これ、主務課には課長は文書管理適任者だけれども、主幹なり係長なりは主任
ですよね。さらに必要であれば副主任ということの理解で規則を読んでいるの
ですけれども、そういった内容で間違いございませんか。



- 24 - 

議長 総務課長。

総務課長 おっしゃるとおりでございます。

総務課長 ９番高山議員。

９番
高山議員

そういった形の中で、庁舎内の公文書なり等が整理されていくんではないかな
というふうに思いますけれども、自治基本条例の第６条の中に情報を共有する
制度ということで、先ほどもお話ししましたけれども、この中で第２項では統
一した基準により管理し保存しなければならない。第２条でいうそのこの統一
した基準とは、自治基本条例の第６条の解説によりますと、文書管理規程によ
る管理とファイリングシステムなどの運用を想定するということでそれぞれ出
ておりますけれども、このファイリングシステムの運用を想定するとそこに書
かれていますけれども、こういったシステムの運用もしくは想定をしながらの
内部の研修ということについてはなされているのかどうか。

議長 総務課長。

保 健福 祉
課長

ファイリングシステムに対する内部の研修などについては、現在のところ行わ
れておりませんが、過去にファイリングシステムのデモをやったことはござい
ます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

現在はそういう形ではやってないということなんですけれども、平成１２年に
当時ファイリングシステムを使ってきてるというかそういうものを町の中に入
れた、現在で衆議院議員の逢坂さんという方がニセコの町長のときに導入した
ということは大変有名ではございますけれども、その中で当時の町長としても
町政の、行政の透明性の確保を基本にまちづくりの基本原則として情報公開と
住民参加を積極的に進めてきたということが本当に道内外でも大変有名な方で
はございます。ただ、こういった徹底した情報公開、当時では珍しいその行政
の予算も中身を紐解いたものを町民に配るだとかいろんな形でやったのですけ
れども、やはり情報公開の請求があった際には該当文章の検索に時間がかかる
だとか、また請求する内容も役場にどんな文書が保管されているかというよう
なことでファイリングシステムを導入したということは大変有名な内容になっ
ているところでございます。今研修云々ということは、担当は総務課長のとこ
ろだと思うのですけれども、ファイリングシステムそのものというのは、どの
ように理解しているのか、まず教えていただければと思います。
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議長 総務課長。

総務課長 ファイリングシステムにつきましては、今議員のおっしゃるとおり、当時ニセ
コ町長でありました逢坂誠二町長が導入したということもネットでは出てま
す。その当時、逢坂町長につきましては行政の透明性の確保ということで、そ
のファイリングシステムの重要性を説いているところでございます。現在、平
取町におきましては、ファイリングシステムについては、現在のところまだ導
入はしておりませんが、公文書の電子化などに向けた取組も始まっている自治
体があることから、今後検討していきたいと考えているところでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

当時からということになりますけれども、ファイリングシステムについてどの
ように理解しているかというのが非常に大事なことであって、単純に文書を整
理するだとか、例えば文書がわかりやくするというのは勿論のことですけれど
も、それ以外にもこのファイリングシステムというのは、過去に松澤議員も質
問したこともございますけれども、やはり一番のポイントは、我々職員だった
時もそうですけれど、もうあるべき場所から欲しいものを見つけようとする探
すということのほかに、見えなくなったものを見つけようとする捜索、探すと
いうこと、こういった担当者の個人の記憶に頼らない、そういう中からもう既
に先ほど総務課長が言ったように電子化だとかという形の中で出てきている、
当然自然とした流れなのかなというふうには考えています。ですから、このフ
ァイリングシステムについては、いろいろな内容のことが整理、課題解決がで
きるんではないかなというふうに思ってます。一つにはその情報の共有化、情
報が共有して必要な情報を共有し誰でもすぐ使えるようにする。これは情報共
有化の決め手になる内容だということがやはり書かれています。さらには、オ
フィスコストの削減ということで、紙から先ほど総務課長言ったような内容の
ものということ。それから組織のナレッジ財産を蓄積するということで、ファ
イリングシステムすることによって、その知識だとかそういったものを経験だ
とかというのを積み上げていけるような内容になるということが一つ。
それから文書の適正な管理、開示すべき情報を適切に素早く提示することがで
きるということ。それから省エネルギー化ということで、紙からもしくはその
コピー等々から電子化で整理が出来ていくということになると思っています。
こういったファイリングシステムを使うことによっての、内容のいいところと
いうのはやはり同僚が持つ情報がわかり、グループワークの活性化が図れると
いうこと。それから担当者が不在でも必要な情報が取り出せるようになるとい
うことで、業務に支障を来さないということ。それから無駄なコピーや重複文
書なり、先ほど言ったように省資源なり省エネルギーにつながるということ。
職場全体の仕事の仕組みが分かり、業務改善に図れるということ。それからお
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互いの仕事が見える化ということで、コミュニケーションが活発になるという
ことが、やはりこのファイリングシステムの効果ということになると思うんで
すよね。そういった中では、ぜひ今後、もう既に決裁書類もこれからは紙では
なくて電子化になるだろうというようなこともあるんでございましょうけれど
も、そういったことについてもやはりこのファイリングシステムについては、
それぞれ研究しながらそういった形で取り組んでいくことが必要ではないかな
ということは、私は常にそういうふうに最近考えているんですけれども、そう
いったファイリングシステムに前向きに、これからその研修なり研究なりしな
がらやっていくということの内容等について、どのように考えているのかご答
弁をお願いできればと思います。

議長 総務課長。

総務課長 このファイリングシステムにつきましては、当然、前段申し上げました情報公
開の部門にもつながってきます。当然書類の探す時間の削減などもございます
し、当然適正な文書管理をすることによってスピーディーな行政運営に努める
ことが出来ます。ただ、ファイリングシステム導入に当たりましては、まず、
職員一人一人の意識改革が必要となってきます。そのために、やはりシステム
に対する指導など、まだまだちょっと時間を要することが考えられますので、
今後検討するというお話で答弁させていただきましたが、現在のところ書庫の
問題等もございまして、新庁舎建設時に合わせて検討していきたいと考えてい
るところでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

前向きな答弁ということでよろしいんですけれども、その書庫の関係は、今や
るとさらに今の書庫に余裕ができるということの考え方で行かないと、新庁舎
行ったときには書庫を小さくしながら、そういう電子化とかファイリングシス
テムを使っていくという捉え方に聞こえたのだけれども、今の書庫は、これか
ら省エネだとかオフィスコストだとかということを考えたら、今から始めて、
庁舎が新しくなる新しくならないということは何も関係ないことであって、今
からそういったことで導入に向けてこれの効能はどうだとかということは、こ
れからやるんであると思いますけれども、今の総務課長の質問であれば、庁舎
建てて新しくなったときに考えるというのは、それは考えるのは遅過ぎるとい
うことなんですけれども、その辺の考え方についてはどうでしょうか。

議長

総務課長

総務課長。

庁舎を建ててから考えるではなくて、当然その書庫に対するファイリングシス
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テムを入れた場合の必要な空間等々を考慮し、当然必要な庁舎の建設敷地面積
等々もございます。建坪もございます。そういうものを踏まえて新庁舎建設時
に合わせて検討、導入していきたいということですので、建設後に導入するの
ではなく、事前に建設前に検討協議を進めていきたいという趣旨でございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

建設期にということではなくて、まずはファイリングシステムにどんな効能が
あって、役所の中で使うことによってどうかというような是非についても、ま
たどこかのプロジェクトかどこかで協議はしていくんでしょうけれども、ぜひ
そういった意味では前向きに、今やって、例えば庁舎建つまでに物事が少しず
つ機能していったら書庫なんて極端なものっていらないわけですよね。
だから、そういうようなことも踏まえて、一回中身を検討しながら本当にその
うちの町で入れることがということも含めて、どうかということも含めて、ぜ
ひ検討を始めていただければなというふうに思っているところであります。
さらに、ちょっと細かなことを聞いて大変申し訳ないんですけれども、現在、
庁舎内の各課において日常の業務の中で、例えば昔からやってるんですけれど
も、出張だとか研修だとか会議、例えば土地の交渉だとか用地の交渉だとかい
ろんな交渉等も一般行政において、そういったものに行ったときには、必ずそ
の行った担当者なりが報告をして、起案して、決裁されているというふうに思
うわけでございますけれども、先ほどの公開条例の定義を謳われている公文書
に該当するものとして私は理解しているんですけれども、そのように公文書扱
いということで、決裁終わったものについては理解していいのかどうか。
それ一点ちょっと確認させていただきたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 出張や研修や会議などにつきましては、それぞれ出張した職員が、出張後に復
命書という形で報告を上げているところでございます。また、あわせて土地の
用地交渉などにつきましても、用地交渉記録として決裁を受けているところで
ございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

業務としてはそうしているということですけれども、これらについては、公文
書という一般地方公開条例の中にある公文書の取扱いとして、例えば、それら
のものについては、一連の請求行為があったときには、これは公文書として出
せる、出せない内容のものもあるのでしょうけれども、そういうようなことの
文書として含まれるということの理解でいいのかというところだけ、もう一点
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教えていただきたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 その文書に該当するものと理解しております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

そういうようなことで、昔から職場内においても記録を残すことについては大
変重要であるということの理解は勿論同じ共有してるわけでございますけれど
も、仮に例えば最近であれば、ちょっと交渉というかそういう内容の中では、
先般の沙流川まつりの時のバスの事故の関係の和解に関する一連の決裁関係、
例えば今回の損害賠償に係る件のそういったものの、過去５年から交渉してき
ているそういったものの内容のものも決裁があってきちんとしていれば、個人
的なことは別ですけれども、だからどっちがどうだということはないですけれ
ども、そういったものも公文書と理解して、過去の問題について検証するため
に公開情報に基づいて請求した場合については、個人に係ることは抜きにして
も、そういった内容については、決裁として終わってるものについては、公開
できるということの内容になりますか。

議長 総務課長。

総務課長 当然そういう含め、もしくは決裁文書については公文書扱いとして取り扱われ
ますので、情報の公開を求めた場合につきましては、情報公開条例に基づき判
断していきたいと考えております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

個人的な内容だとかについてはなかなか出しづらい、手続してもこの部分につ
いては一部ということになるのかどうかということはあるんですけれども、そ
ういった全体の公開条例に基づいた公文書として請求できるということに確認
をさせていただきましたので、今後とも、そういう内容で進めていければとい
うふうに思っています。先ほどもお話ししましたように、庁舎内における出張
研修、会議、交渉等、一般行政においてもということで、記録を残すことが非
常に大事だということの内容になるんですけれども、例えば町長室における個
人的なことは別ですけれども、陳情などについて、陳情もしくは相談などもし
くは交渉などについて、個人情報に関わるものではないものについては、記録
を残すことのほうが大事だと思うんですけれども、現在、町長室に行ったとき
に、例えば町長なり副町長一緒に対応するか、担当課長なりが案件によっては
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一緒に入れて記録を残すということになっているのか、現在はどのような形で、
個人的な相談は別ですよ、そういったことの内容は、現在はどのようになって
いるのか。毎回、総務課長なりまちづくり課の課長なり、担当者が記録を残し
ているということになるのか、その辺の今の対応についてはどうなのか、回答
をいただければと思います。

議長 総務課長。

総務課長 町長室における陳情や交渉につきましては、現在のところ口頭での処理となっ
ておりまして、記録などについては残してはいない状況となっております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

例えば、事務処理をしていく流れの中で、町長が対応しました、聞きました、
答弁しましたということもいろいろあるけれども、仮に、そこから担当課にお
ろさなければならない案件については、町長自らが、例えば建設課長だとかま
ちづくり課長に、こういう内容のあれがあったからということで、口頭で指示
するということになるのですか。記録を残さないというのは、町長室の中はあ
まりそういった内容ではクリアできるような内容の案件ばかりではないと思う
んです、もちろん個人的なこともあるんですけれども、やはりきちんと担当の
秘書的な方、担当課によってはこれサイボウズで誰が来るかという来客もちゃ
んと出ていますよね。そのときに、何の案件かって秘書的な担当のところに来
たりしたときには、その担当の課長なり主幹なりが同席して記録とるというの
が通常の流れではないのかなと思うのですけれども、その辺についてはどのよ
うにお考えですか。

議長 町長。

町長 私からお答えします。記録を全くとってないということはございません。私に
会いたいというようなお客様、ほとんどといいますか挨拶というような表敬訪
問的な方も多いので、その辺は特に記録等は残していないというのが多いんで
すけれども、物によってやはり私一人では当然処理出来ないというような案件
については、口頭なり報告書というような形で担当課長含めて情報共有して対
応にあたらすというようなこともありまして、理想としては、これ担当課なり
がいて、それなりのメモなり記録するというのが非常に重要なところだと思い
ますけれども、なかなかそれぞれの担当でスケジュールが合わないというよう
なところもありますので、極力私がきっちりメモなりして、私が処理できない
もの、そして担当課でやってもらうものについては、当然口頭なり、サイボウ
ズ使った報告書なりで情報共有しているということですので、ケースバイケー
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スというようなこともありますけれども、全くしてないというようなことでは
ないということでご理解いただければと思います。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

全くしてない、もちろんその挨拶に誰が来たというのはそんなことを記録する
ものではないんですけれども、やはり町長室の中でいろんな相談なり提言なり、
例えば困り事、個人的なことは別にしても、そういったところで記録取ってる
ものについては、決裁してるのかどうかわかりませんけれども、それらのもの
は公文書として公開できる内容のものということにはなるのかないのか、その
辺もう一回確認をしたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 町長事案につきましては、政治的判断の部門もございますので、その辺は慎重
に取り扱っていかなければならない部門と思います。町長における来庁者にお
きましては、様々な方々が来られ、様々な要請や陳情等々がございますので、
それにつきましては、今後協議した中で公文書扱いにするかどうかということ
を決めていきたいと考えております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

私もやはり心配するところは、そういう解決しなければいけない案件だとか陳
情だとかというものにした時には、やはりきちんと担当課なりそういったとこ
ろで、記録は残すべきでないかなというふうに思っています。最近、ちょっと
私のところにも来てる内容で、前に議会に相談されたＮＰＯ関係の、公の施設
の関係の管理問題についても、実は理事者側の説明というのも僕は正しいと思
うんですよ。ところが部落の、部落という言い方失礼ですけれども、地域の自
治会の回覧には、例えば何月何日ＮＰＯ法人が承認されました。そのあとの文
章に、自治会からＮＰＯに移譲する内容については、町長室において町長が内
諾しましたということを書かれているんですよ、正直なところ。多分町長も知
っていると思うんですよね。だから、私はなおさら、やはり記録、一対一で何
となくその内容について使う方は町長が内諾したというし、きちんと町長の方
に担当課長を通して聞くと、そんなことを言ってない、条件を付けている。こ
れまた、今後またそういうような内容で言ったとか言わないだとかということ
は、あまり今後の議論に影響はないのかもしれないんですけれども、やはりそ
ういったところも含めて、もうちょっとやはり町長室の中には、いつでも誰で
も来てくださいということの話はもちろんあったとしても、もう少しその透明
性の確保というか、やはりそういうその内容で後から言った言わないの話でも
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めるというようなことも含めて、個人的な相談だとか挨拶というのは別ですけ
れども、そういったことの中でもやはり書類的なものとして一定程度整理して
おく必要があるというふうに思うのですよね。先般の賠償案件の発端にも起因
するような公文書の紛失についても、やはりこの文書管理規程にいう主務課の
内部文書管理が機能していない、どういう経過でなくなったのかわかりません
けれども、こういったことがトータル的にファイリングシステムを使うことに
よって、文書の整理だとかそういうことだけの内容のものではないので、ぜひ
この機会に町長室の透明性もそうですけれども、一応はこういうファイリング
システムも入れてみるための善し悪しを含めて検討を始めていただければと思
いますので、１点目については、そういう形で前向きに検討していただければ
ありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長 町長。

町長 私のほうから。今高山議員のご質問にあったあるＮＰＯ法人の件については、
私もその文書、その代表の方がこの写しを持ってこられて、こういうものを地
域に回覧したということもありまして、内諾したという、本当に見解の違いと
いいますか、こっちはそう言ってないと、そういう思いで言ってなくてもあち
らがそう思っていると、そこはどうもこう埋まらないところがございまして、
なかなか難しいところもあるんですけれども、しっかりこちらで議事録といい
ますか、誰がこういったというのは、もう本当に細かいところまでとっていれ
ば、そういうのは解消できるかもしれませんけれども、なかなかそこまでいか
ないという現実もありますので、町長室でのいろんな協議等についても、極力
私も重要なものについては文字で残すような形をしておりますけれども、そう
いうふうに努めていきたいということで、それについてどうするかということ
も、私だけの問題ではなく、庁舎内全体でどうするかを協議して参りたいとい
うふうに思っています。
それとファイリングシステムの運用については、基本条例を制定したときにニ
セコの非常に先進的な事例もありまして、私も実際足運んで見に行って、ほか
の先進事例も何か所か見させていただいたということでございまして、要する
にファイリングシステムそのものが、公務文書を私物化しないというところか
ら始まるところでありまして、この文書は役場職員のものではなくて住民のも
のだという、そういう認識から始まるというところで、住民が希望すればいつ
でも見れるような形にしておくというのが、このファイリングシステムの基本
だなというふうに思っておりますので、いろいろ書庫の問題とかハード的な問
題もきっとあるんでしょうけれども、あの時点からもうすでにかなり時間もた
っておりまして、いわゆる電子化について非常に技術的なものも進歩している
ということでありますので、その辺の検討も踏まえてぜひファイリングシステ
ムというものの導入について、再度、前向きに検討させていただければという



- 32 - 

ふうに思っております。以上です。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

そういう意味では、過去にはつくったときにはこの自治基本条例は、町民の町
の最高規範だということが書かれて、概要書も説明書もいろいろある中で、も
うかなりの年数経って、まだこの最高規範の説明なり解釈にある内容のものが、
今回の公益通報もこれから出てくるのでありましょうけれども、やはりそうい
った形で方向性を十何年前に出したわけですので、少しそういったことも検討
してこれは駄目だなというのならあれですけれども、そういうようなスタンス
に立ってもう少し対応するのを急いでいただいて、良し悪しを出していただけ
ればなというふうに思っています。
時間もないので、２点目の自治体法務体制についてということで、この内容に
ついて質問をさせていただきたいと思います。
先ほどから言ってますように、自治基本条例の中に第２４条には法務体制のこ
とが書かれている内容になっています。町は町民主体の町政運営を実現するた
め条例等整備し、法令との関係を明かにするためにこの条例を最高規範とする
法体系の整備を積極的に行わなければならない。町は法令解釈や法務に関する
能力向上のため、専門機関との連携により必要な体制の整備を行わなければな
らないということが謳って、解説がその中にされております。この中に書いて
ありますけれども、解説の中に書いてありますけれども、この中にはその法務
に精通する職員の育成や内部審査機関の充実、内部審査機関の充実というのは、
これは何を指しているのかご説明をお願いしたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 内部審査機関ですか。後ほどお答えします。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

それでは、ちょっと私も内部審査機関というのは、何を該当して対応している
のかわからなかったのですけれども、この中に解説の中にはいろいろな行政問
題を解決するためのいろんなことが書かれてますけれども、法務に精通する職
員の育成ということが、この中に内部審査機関の充実の前に書かれております。
最近の、私が知ってるときの法務研修などへの行く方もいらっしゃいましたけ
れども、当時は女性が申し込んでも女性なんかはいかなくてもいい、これ大昔
の話ですけれども、そういうような形で法務研修への意欲をそがれるだとかと
いうことは私も実際には聞いたことがありますけれども、最近の職員の法務研
修などへの参加の実績についてというのは、どんな感じなのかお答えをいただ
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きたいと思います。

議長 総務課長。

総務課長 法務に関する研修につきましては、現在の日高町村会が主催しております法務
基礎研修、法務応用研修などへ参加しているところでありまして、毎年６名程
度の職員が参加しております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

これはあれですか、今年８月２４日に新ひだかで町村会の法務支援室が主催す
る研修が、去年も８月だったと思うのですけれどあるのですけれども、これに
６人ぐらいずつ毎年、ここに書いてある一般研修か政策研修かわからないです
けれども、これには毎年それぐらいの人数が職員の中から選ばれて行っている
という理解でよろしいですか。

議長 総務課長。

総務課長 今お答えいたしましたのは、法務基礎研修と法務応用研修でございまして、８
月の研修につきましては、職員の新採用部門の研修かと思われます。これにつ
きましては、その採用時期によって人数が異なりますので多少増減する形には
なりますが、毎年参加させていただいているところでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

今総務課長答えたのは新人職員の、昔でいう新冠の判官舘とかでやっていたそ
の研修の話を、これ毎年８月２９日、去年も８月２９日ですけれども、今年も
８月２４日なんで、これは法務の実務入門研修というやつに行ってるというこ
とですね。僕の言ってるのはさらにそれではなくて、一般の町の職員がそうい
う研修に、初任者研修ではなくてそういう研修に行っている行かせている実績
はありますかということをもう一度お聞きしたいのですけれど。

議長 総務課長。

総務課長 現在のところは、ここ数年につきましては、日高町村会が主催する研修会に出
席しておりまして、今議員がおっしゃる別の研修会のほうには出ていないとい
う状況となっております。

議長 ９番高山議員。



- 34 - 

９番
高山議員

新人研修については、毎年一定の時期に、職員として慣れた頃に前は新冠、今
どこでやってるかわかりませんけれども、新ひだかでやっているということで
出てますけれども、そういうような内容で、この自治基本条例の２４条に書い
てあるように、いろんな形で職員のこの法務に関わる職員も体制を整えるため
に、職員の研修にきちんと育成をしていきたいということですけれども、これ
はなぜ、まさかコロナで２年行ってないというだけの話ではないと思うんです
けれども、過去も１０年も行ってないという捉え方で、いつから行ってないの
かその辺お分かりになりますか。

議長 副町長。

副町長 はい、過去のところは今はわかりませんけれども、その法務に関する研修でい
けば、本当は去年、令和２年度ですけれども、行くのはいいのですけれども、
行って出張にかかるよりは集団研修をしたほうがいいということで、これを中
級職に対して第一法規などに頼みながらその研修をするということで予算運用
をしていましたけども、コロナの関係出来なかったということで、また３年度
そういう形で法務研修で基礎ということで、例えば政策立案するためのそのと
きにどういう法務がいいかということも含めて、今後の研修の中では入れてい
ますので、そういう形で講師に来てもらって、みんなで多くの職員が受ける方
がいいんではないかという方法で、今やろうとしています。

議長 ９番高山議員

９番
高山議員

個別研修に行くばかりではなくて、もちろん講師の先生に来ていただいてとい
うことになるかと思うんですけれども、やはりうちの町でこうやってずっと見
ていくと、そういったところというのは少し弱点かなというところはそれぞれ
考えています。こういった形の中で、最近というわけではないですけれども、
古くは農業関係の補助事業における受益者負担の未収のお金の関係だとか、こ
れは強制徴収公債権による５年間でということで、５年間で、もう相当２０年
も前になるんでしょうけれども、強制徴収公債権で５年間の中で対応していな
ければ、そのあと請求権はなくなるということ、こういうこともありました。
それと最近では町営バスによる和解金。これについても、支払い内容はよくわ
からなかったということで、当時私はいろいろ質問しましたけれども、何か当
時は診断書もなかったけれども２８４日のお金を出したというようなことだと
か、こういったことも正直なところを町の中でやはり担当課と理事者等で考え
るんでしょうけれども、こういったところにやはり何か一つかましていくとい
うか、きちんとそれこそ内部でなくても外部でもいいんですけれども、そうい
った内容だとか、最近でも前回ありましたけれども、公有財産の普通財産の無
償貸付け問題ということで、振内の民間アパートの関係について、これは財務
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規則に関する内容で、行政財産じゃなくて普通財産は無償貸付け出来ないんだ
ということが実はあったのですけれども、これらについても町のホームページ
に堂々と載せて無償で貸し付けるから３００万でというようなことで、これも
終わった内容ですけれどもこういった内容だとか、最近では芽室町有地の無償
貸付けの契約の問題、これらについても、これは町の合議に関する条例、財務
規則で見るとこういった内容については、例えば総務課長が合議してますだと
か、建設課長が合議しますということになるんですけれども、実際の決裁文書
の中では、そういうことがチェックされて判子押してるのかどうかというとこ
ろが、無償でなければ別に問題ないのかもしれないのですけれども、そういう
ようなことだとか、しかも、今回の中山間の損害賠償案件、これらについても
私は議員としてそれぞれ賛成で、内容等についてどうだこうだって今さら言う
必要はないんですけれども、ただ、こういったことがあって、もうちょっとう
ちの法務体制がしっかりしていれば、この自治基本条例にも書いてあるけれど
も、うちだけで出来ない場合は外部の機関にも相談をすると、それは町村会で
あったり、町村会が抱えている例えば法務弁護士だったりというようなことで、
そういったことでその対応するということが、今まではそういった内容があっ
たのかどうか。だから、これまでのことの反省に立って、やはりこういった内
容等については、きちんと町の法務体制を職員がきちんとしっかりとしている。
そこでおかしいなと思ったら外部機関とも相談する。内部でその後町の理事者
が判断するというような、そういう流れでいかなければ駄目かなというふうに
思うのですけれども、その辺の感覚はどうでしょうか。

議長 休憩いたします。
再開１時でご答弁お願いいたします。

（休 憩  午前１１時５８分）
（再 開  午後 １時００分）

議長 それでは、再開いたします。
午前中の高山議員の質問に対して総務課長の答弁からお願いいたします。

総務課長 先ほどご質問ありました自治基本条例の第２４条で定めております内部審査機
関につきましては、現在総務課にて設置しております。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

どういうメンバーでどう機能しているのか。例えば作っただけで終わりなのか、
その辺について回答をお願いします。
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議長 総務課長。

総務課長 先ほど議員からもご質問ありました女性への研修など、現在は、適齢がきた段
階で適切な研修を全職員が受けられるように、総務課の総務係にてその辺を配
置しておりますので、近年におきましては、課長職も含めて全ての職員が各種
研修会、先ほど申し上げました日高町村会や北海道市町村職員研修センターな
どへの研修に参加するよう進めているところでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

内部審査機関ということでは、研修の計画だとかそういったものを作っている
という捉え方なのですか。それともう一つ、総務課の中にあるのに内部審査機
関は何ですかと聞いたときに、総務課長わからないってこと本当にあるんです
か。失礼しました。それで答弁を。

議長 総務課長。

総務課長 申し訳ございません。職員の適正に各研修会を受けるため、職員名簿をもとに
して適切な年齢が来たときに適切な研修が受けられるよう、職員の研修一覧な
どを作成して整備しているところでございます。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

大変失礼なんですけれども、それでは内部審査機関というのは、今総務課長が
言っているように、この研修はこういった方、この研修にはこういった方とい
うことを審査する機関という捉え方でいいのですか。

議長 副町長。

副町長 はい。答弁を調整させていただきますけれども、ここで言う、自治基本条例で
いう内部審査機関というのは、条文なり条例なり規則なり要綱なり、それぞれ
の審査をするという機関ということになってまして、この自治基本条例の改正
の中では機関など充実を図るということになっていますけれども、実際のとこ
ろは総務課の総務係のほうが中心に行っているということになってます。なか
なか機関という形にはなっていきませんけれども、例えば、その担当になって、
各種の研修も当然行きますけれども、それ以外の法務のこともですし、かなり
担当になると勉強しながら研修を受けながら充実を図っているというところで
すので、内部審査機関ということの位置付けはないけれども、その役割は総務
係の方で担ってるということです。
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議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

副町長の説明と総務課長の説明でいくと、この法務体制の職員の精通した人が
たを育成するために、総務課の中に誰をこの研修に行かせたらいいかとか、そ
ういうことを決める機関だということですか。もう一回、申し訳ないです。

議長

副町長

副町長。

はい。ここの解説で言う内部審査機関というのは、条例なり規則なり要綱なり
の作成したときに、各課から上がってくるものをしっかり審査をして、チェッ
クをするという機関というように捉えていますので、その役割は今、総務係の
ほうで実際やっているというところです。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

いや、わかりました。基本的にはあれですよね、いろんな町の条例だとか国の
そういった法令等々に、うちが例えばつくるであろう、規則は町が作るもので
すけれども、町長がつくるものですけれども、そういったものが町の条例のい
ろんなものに合致するかどうかということを審査する機関だという捉え方でい
いのですか。総務課長が言うのは、どの研修に誰が行ったらいいかというよう
な僕の受け止め方だったのですけれど、内部審査機関というのは、先ほど言い
ましたように、基本的には法務に関わる内容が、他の条例や例えば町の財務規
則のなか、もしくは管理規則のなかで、それが合致してるかどうかをきちんと
チェックする機関という捉え方でいいのかどうか、もう１回だけ。

議長 副町長。

副町長 今高山議員が言われたとおりの機関という形になります。ですので、上がって
くる条例なども関係条例と照らし合わせて審査をするということも一つという
ことだと思います。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

わかりました。それではちょっと具体的なんですけれども、例えば先ほど言っ
た無償貸付けの問題と、普通財産の無償貸付けについては、無償は駄目だよっ
てことになっているんですけれども、これは民間アパートの関係で、当時はホ
ームページにも載りましたけれども、この間やった芽生の町有地の無償貸付け
の契約問題ということについては、これらは財務規則に違反しているので、特
に芽生の町有地の無償貸付け契約が終わったということで説明にありましたけ
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れども、これらは契約が出来ないということで、内部審査機関に関わるかどう
かは別にしても、これはもう契約はして破棄したという捉え方でよろしいです
か。

議長 アイヌ施策推進課長。

ア イヌ 施
策 推進 課
長

芽生の町有地の契約についてお答えします。現在契約をして、高山議員からの
指摘を受けてそのとおりだと思ってます。現在まだは契約の破棄はしていない
ところで、今後破棄に向けて進めていきたいというふうに考えております。

議長

９番
高山議員

議長

９番高山議員。

担当課長の説明のとおりでよろしいかなと思うんですけれども、こういった問
題には、内部審査機関というかそういった形の中で、先ほどもお話ししました
けれども、例えばうちの町では合議事項に関する、これ契約、財務に関する合
議事項の中で、この問題等については総務課長だとか建設水道課長が合議しな
さいということになっているのですけれども、これは合議した後で契約されて
いた内容になっているのかどうか、その一点ちょっと教えていただければ。

アイヌ施策推進課長。

ア イヌ 施
策 推進 課
長

建設水道課長の合議はいただいて、そのあとの契約となっています。総務課の
合議は、契約書、起案をちょっと確認しなければならないですけれども、自分
の記憶であれば、総務課の合議はいただいていないかなというふうに思ってま
す。後で確認してお答えしたいと思います。

議長 ９番高山議員。

９番
高山議員

いや、後で答弁はよろしいですけれども、俗にいうその法務体制で内部審査機
関の充実というようなことも謳っているけれども、内部審査機関というのは総
務課の中にあって誰がメンバーなのかよくわからないのですけれども、やはり
こういうような契約の関係だとか、そういったものでやはりいろんな内容でち
ょっと問題があるなというものが、内部審査機関が充実していないということ
も、例えば合議に関する財務規則の中でもきちんとこの物事はという、俗に言
う契約の問題でもきちんとそれぞれ関係するところの印鑑をもらっている、指
名の関係でもというようなこともありますけれども、何かこの内部審査機関が
総務課の中にあって、総務課の課長と例えば主幹と係長が対応しているという
ことなのかどうか、この辺がちょっとやはり機能してないのではないかなと思
うのですけれども、その辺はどうですか。
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議長 総務課長。

総務課長 条例や規則などの制定につきましては、総務課のほうに合議が回されてチェッ
ク体制をしているところでございます。今後につきましても、求められた条例、
規則等が、法律などに抵触していないか、その辺を十分検証していきたいと考
えております。

議長 いや、あの、ちょっといいですか。高山議員が質問している中身を集約すれば
ですね、要するに内部審査機関が先ほどの答弁だと、総務課中心でやっている
という話までは私も理解出来たのだけれど、構成メンバーとか、その機能が実
際果たしているのかということに対しての質疑だから、その辺わきまえて答弁
してもらわないと。総務課長。

総務課長 現在のところ、総務課の総務係にて、所管して内部審査機関については実行し
ているところでございます。その機能につきましては、議員のおっしゃるとこ
ろまで達していない部門もあろうかと思いますが、今後につきましては、十分
中身を精査し、機能の強化を図っていきたいと考えております。

議長 高山議員。

９番
高山議員

内容的には、総務係がそういった内部審査機関の運営をしているということ、
係が運営しているという、やはりこの内部の審査機関という在り方をもう一度
やはり検討すべきではないかというふうに思っています。ですから、そういっ
た内容についても、もうちょっと総務課の総務係が所管している事項だという
ことは分かるけれども、ここでいう内部審査機関ということになれば、総務課
の職員だけでということになるのかどうか、もうちょっとその契約に関わる建
設課だとか、もっといろんな形の中での内部審査機関の在り方というのはやは
り必要でないかなというふうに思っています。ですから、私が言っているこの
自治基本条例の法２４条に定まっている法務体制の内容についても、そこにも
書いてありますとおり、もう少しそういった意味では職員の育成なんかについ
て、非常に大事なことではないかなというふうに思います。ですから、町村会
でやっている、法務支援室でやっているような研修の案内だとか、そういった
ものについても、今後もやはりそういう職員を育成していくという捉え方で、
やはり積極的に、最近は積極的に職員研修に出しているというようなことも聞
いていますけれども、そういうような内容で取組みをしていただければいいの
かなというふうに思っています。そういった取組みの中から、職場の中にその
法務の関係の勉強会ができるだとか、ひいては俗にいうその法律法務能力向上
のための検定ということで自治研なんかもあるわけですから、小さな町だとい
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うようなことに無理と言わずに、やはりその自治研ぐらいまでいくような職員
の育成をやはり図っていくべきでないかなというふうに思っています。
私は最後に、こういった一連の案件について、特に契約関係その他についても
そうですけれども、今回のバスの関係の和解金だとか、本当に今回の損害賠償
の案件だとかということについても、これは本当にそういったお金については、
町民のお金を払うということになるので、やっぱり内部だけで検討しないで、
自治基本条例にも書いてあるように判断出来なかったら、法的にもそういった
側面から判断出来なかったら、やはり町村会の弁護士だとか、うちの町も今度
公益通報で弁護士にお願いするというようなこともあるので、やはり冷静な体
制の中で一つ何かそういったときのための内部審査機関とはいわないですけれ
ども、そういうことを検討して、やはりアドバイスしてもらえるような、そう
いうものの機関をやはり通すべきではないかなと。担当課と町理事者が決めて、
議会で私たちも賛成しましたけれども、今後そういった一連の反省に基づいて、
やっぱり何かそういった、先ほど何回も言うように、町がお金払うというのは
町民のお金払うわけですから、その辺についてはやはり今後の反省に立って、
ひとつそういう法務で何かあったときには法務の内部の検討、もしくは外部を
入れた検討、弁護士の先生にもということで、そういうことも踏まえてやって
いくことが必要ではないかと思うのですけれども、最後に町の理事者の答弁を
求めて一般質問を終わりたいと思います。

議長 町長。

町長 はい、それではお答え申し上げます。今回の賠償を含めた前回も和解というよ
うなことでの議決を取らせていただいた案件もございますけれども、案件によ
っては全く内部的な処理ということではなくて、専門的な弁護士なり、町村会、
それから個別に頼んでいる弁護士さんもおりますので、その辺の方といろいろ
こう調整なり、アドバイスを受けたというような経緯もございまして、全く内
部だけで処理しようというようなことではなくて、やはり一番いい解決策とい
いますか、そういうものを今までも選んで、議会にご意見、議決をいただいた
というところでございます。職員の法務体制の強化という面ですけれども、基
本的には、その基本条例にもあるように、その重要性については、私も認識を
しているというところでございます。本当にいわゆる政策法務ということで、
平取町のその政策的なものを実現するための平取町に合った条例をどうである
べきかというようなことを、自らつくり上げるという力量を持った職員の育成
が理想としてはあるというところがあるんですけれども、本当に市町村職員、
特に町村職員といいますか、こういう法務体制を大きな役所になればなるほど
しっかりしているというような、そういう現状もございます。それは人数的に
余裕というのではないですけれども、やはりそういったものに対応できる、そ
の人員の確保が非常に高いんだというふうに思っていまして、だからといって
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小さな町は出来ないというわけではないのですけれども、なかなかその現場で
の対応ですとか、それから上部機関の対応にしても、我々町村職員は本当多く
の機関を一つで賄うといいますか、道の各セクションから全部こう一つの係が
受けるというような扇のかなめのような仕事をどうしても強いられるというよ
うなところもあって、なかなか自己研鑽なり、研修に時間を割けないという現
状もぜひご理解いただければというふうに思っています。ただ出来ないという
ことはありませんので、やはりしっかりした法令に基づいた、私どもの仕事は
法令に基づいていかに仕事をするかというのが基本だというふうに思っていま
すので、そういった感覚を持った、そういう知識を持った人材の育成はこれ必
須だというふうに思っていますので、すぐにとは出来ないところもありますけ
れども、そういった方向性に向けて、いろいろとまたアイデアなりを出しなが
ら、ぜひ取り組んで参りたいというふうに思っていますので、ご理解をお願い
いたします。

議長 よろしいですか。これで、高山議員の質問は終了いたします。
次に、５番金谷議員を指名します。５番金谷議員。

５番
金谷議員

５番金谷です。先般通告いたしました質問事項について、質問をさせていただ
きますので、よろしくお願いいたします。私の質問事項につきましては、国保
病院の改善策についてでございますが、新型コロナのなか現在、大変な時期を
迎えていると思いますが、国保病院の運営状況を見ますと、依然として病床稼
働率が低い現状であり、収益性も低いことから早急に改善を考えなければなら
ないと思います。現在での一般病床１５対１の看護配置で果たして良いのか、
それともいろんな形の中でこの地域に合う療養病床を選択すべきか、そしてこ
のなかで、いろんなかたちの中で医療連携の役割、病床稼働率を上げるための
今までを十分検証し、分析し、積算しながら、地域密着性の機能を備えた病院
経営改善策が必要ではなかろうかと私は思っております。今の先ほども言いま
したように１５対１の看護配置、それと療養病床の看護配置を十分に試算分析
しながら、今後病院が経営の安定を図るためのものにしていかなければ、いろ
いろとこれからの行政の役割として、いろんな形の中の町民への役割は出来な
いのではないかというふうに私は思っております。
では、まず初めに病床稼働率が低い現状をどのように検証、分析しているか。
また、一般病床は、入院基本料において９０日が要件日数になっております。
９０日を超えると減額になります。現在は、入院患者の中で長期入院患者の割
合は、何人ぐらいいるかを伺い、また長期入院者は特別入院基本料は算定出来
ますが、看護配置加算、看護補助加算、病床初期加算などは算定出来ません。
約半分の医療収益でございます。そのなかで在院日数がオーバーすれば退院を
進められ、家族は次の行き先を探すことが大変苦慮しているにも関わらず、病
院側のほうでは退院を進めれる状況であります。対応しないでそのまま入院し
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ても、半額の医療収益が求められますので、これについては十分に、病院の経
営について十分に考え、稼働率、収益性もあわせて考え、今実際的な４２床の
看護師基本配置は廃止されていますので、当然、人件費が多くなり経営バラン
スが悪く赤字の大きな要因だと思います。この件について、どのような改善策
を考えているのか、まず最初に伺いたいと思います。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

只今のご質問にお答えいたします。まず、病床の稼働率につきましてですが、
令和３年度４月で６３．２％、５月で５８％という病床稼働率ということにな
っております。６月につきましては、かつら園に転院された方が何名かおりま
すので、これよりはさらにちょっと低くなる見込みとなっております。また現
在、本日現在入院している患者２０人おるんですが、そのほとんどが９０日を
超える長期入院患者ということになっております。こういう確かに議員さんの
おっしゃるとおり、診療報酬の点で９０日を超えると加算されるものがなくな
りまして点数が取れないのですが、行き先の見つからない患者さんとかもおり
ますので、そういう方を国保病院のほうで入院していただいているという形に
なっております。療養病床２０対１と今の現在の看護配置の１５対１の考え方
でありますが、療養病床２０対１ということになりますと、その施設基準の一
つに疾患のある患者の８割以上入院させておかなければならないという要件が
ありまして、その疾患につきましては、パーキンソン病関連疾患、慢性閉塞性
肺疾患、悪性腫瘍、肺炎に対する治療を実施している状態、尿路感染症に対す
る治療を実施している状態、褥瘡に対する治療を実施している状態、１日８回
以上の喀痰吸引を実施しているなど、これらのいずれかに該当する状態の患者
を病床の８割以上入院させる必要があるということになっております。現在で
す。国保病院では、一般病棟入院基本料の地域一般入院基本料、看護配置１５
対１の入院料の届出を行っており、入院期間が９０日を超えた場合が入院料、
療養病棟入院基本料の点数に読替えて算定する届出をあわせて行っております
が、入院料の収入に関しましては、療養病床の入院基本料１を初日から算定す
るよりは、入院初日から９０日までは地域一般入院料３の算定、９１日以降は
療養病床入院基本料１を算定する現在の届出のほうが増収を見込めるという積
算になっております。ご質問の主旨としましては、療養病床にすれば看護配置
も１対２０ということになりまして、収入もちょっと減るかもしれませんが、
看護師も減らせるということになりますので、この辺の積算としましては、今
後の新公立病院改革プランの中で検討させてもらいながら考えて、総合的に判
断していきたいと考えております。以上です。

議長 金谷議員。
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５番
金谷議員

今の現状で、疾患が８割以上の方がいなければならないというふうな事務長の
答弁でありましたが、いろんな形の中で、平取町ではかつら園とかそういうも
のとの連携を密にしまして、いろんな形の中で、先ほど言いましたその８０％
というのは、多分ＡＬＤ区分の中でそれが適用していないというふうに私は解
釈したわけですけれども、私はいろんな形の中で、かつら園のほうに行ってる
ような患者さんだとか、そういうものを調べてみると、その８０％のような形
の中では可能性はあるんじゃないかというふうに私自身も今考えておりますけ
ども、それがもしあれであれば、後から出てくると思いますけれども、包括の
介護病床をそこに新たに新設をしていけば、新設をしても今の看護配置の人数
で十分私は運用できるのではないかというふうには、私は捉えておるんですけ
れども、その辺についてちょっと事務長のほうから答弁を伺いたいんですが。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えします。只今の療養病床２０対１の関係でありますが、やはりそういう
疾患を持ってる患者さんも８割確保するっていうのがまず一番ハードルが高い
ところでありまして、もしこれ８割を集められなかった場合というのが、さら
に入院については点数が減点ということになりまして、もし８割確保していた
としても、患者さんが亡くなったりですとかしましたら、また次のそういう疾
患のある患者さんを探さなければならないという状況となります。療養病床２
０対１のほかに、２５対１というものもありまして、こちら２５対１の配置に
なりますと、その該当患者の割合が８割から５割にハードルが下がりますので、
そこでまた診療収入も減るんですけれど、看護師さんの人件費も減らせるとい
うことで、そういうどういう平取町にとって状況がいいのかというのは、今後
積算して検討していかなければならない課題と思っております。
今ご質問でました地域包括ケア病床についてですが、こちらにつきましても、
まず新設に当たっては、それなりの有資格者というものを確保しなければなり
ません。地域連携に当たります社会福祉士、常勤の理学療法士、作業療法士ま
たは言語聴覚士の１名以上の配置ということで、これにつきましては外来との
兼務は駄目ということになっておりますので、それぞれ新たに配置しなければ
なりません。また、データ提出加算と言われております患者様のデータを正確
に作成し、毎月報告することが求められており、これにつきましては大学病院
などの病院と同様のデータ提出が求められて必要となるため、診療情報の管理
を適切に行う専属の事務員が２名ほど必要となり、これらの有資格者を長期的
に確保するということも課題であると考えられます。また地域包括ケア病床に
つきましては、入院料を算定できる期間が６０日までとなっておりますので、
退院の際のベッドコントロールが重要となるため、その患者様の受皿を確保す
る、連携業務が非常に重要となってくることになります。以上です。
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議長 ５番金谷議員。

５番
金谷議員

今の事務長の答弁で、いろんな形の中の縛りはそうきつくはないというふうに
私は解釈しているわけでございますが、実際的に今の現状の中で平取国保病院
の運営といいますか、そういうふうな中では、やはり長期入院をできるだけ少
なくして、違う施設にというような方向性が強いというのがありますので、そ
の辺については、やはり地域住民のそういうふうな入院した家族の方にしてみ
れば、大変なところがあるのではないかなというふうに私は思っております。
その辺についても、いろんな形の中で福祉施設だとか、いろんな形の中で地域
包括センター、いろんな形の中でその辺をもう一度きちんと密に連携をしなが
ら、考えていったほうがいいのではないかなというふうに思っております。
なぜかといいますと、いろんな形の中で、かつら園についての待機者もかなり
多いと聞いておりますし、確かに多いです。その辺の患者の振り分けを上手に
やれば、それぞれの事業所の運営がよくなるというふうに私は考えているわけ
ですけども、その辺のことも十分に今後本当に真剣にやっていかないと、この
ような状況で国保病院を運営していくと大変なことになるというふうな、大変
私は危機感を感じております。なぜかといいますと、これから新築の償還等が
出てきます。町からの繰り出しも当然多くなりますし、いろんなやはり行政の
役割としたことが出来なくなっていくというようなことでございますので、そ
の辺については十分、包括的な形の包括センターと、それから福祉、介護とい
ろいろな形、医療と十分に検討して、医療福祉の考え方を進んでいっていただ
ければというふうに思っております。それについて、事務長、どういうふうに
思ってるかそれについてもお答えお願いします。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えします。今、金谷議員言われましたように、来年度から病院新築にかか
る償還金のほうも本格的に始まってくることになってきます。現在も診療収入、
入院収入とも、昨年よりはちょっとよく今のところはスタートしたんですが、
６月もちょっと入院患者が今減少している状況でありまして、先生たちとも協
議して、その辺りをどうしていくかというのを考えているところであります。
また、かつら園の待機者の関係も今おっしゃられましたが、その辺の患者様の
うまくベッドのコントロール、国保病院、かつら園、それぞれが良い関係とな
るようにその辺も協議して考えて参りたいと思います。どちらにしても国保病
院を取り巻く環境は今非常に厳しいものがありますが、今後の病院の改革プラ
ンの中で様々な、先ほども申し上げましたけど、一般病床１５対１がいいのか、
療養病床２０対１がいいのか、はたまた療養病床２５対１というものがいいの
か、うちの国保病院にとってどのような状況が一番診療収入等を稼げることが
できるか議論させていただいて、考えていかなければならない問題と思ってお
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ります。以上です。

議長 ５番金谷議員。

５番
金谷議員

では、わかりました。その辺については十分に包括支援センターと協議をしな
がら、よろしくお願いしたいと思います。次に町民は、地域密着型を求めてい
る中、地域包括センターを軸となり、先ほどもいろいろと答弁でお話をしまし
たけれども、医療、介護、福祉との連携強化をすることにより、それぞれの事
業所の営業は円滑になり、そのことにより町民が安心安全で暮らすことができ
ると思います。これからの国保病院の運営策として、病院の試算表で私なりに
分析をしました。外来で現在の患者数は１日８０人ですが、あと１人当たり１
日当たり１０人ほど増やし、医療収益が現在１人単価６０００円弱で、あと２
０００円ほどの上げることが必要かと思います。その結果、１年間３６００万
円の増収になります。国保病院の形態は高齢者が大半で、最低２回の定期採血
検査また画像診断をルーチン化して、患者の健康を守るため全面に出し、患者
に慣れていただく必要があると私は思います。他の病院では、このような１人
当たり６０００円の単価は普通であります。今現在６０００円ですので、なか
なかその分を２０００円上げるということは、患者さんとしては、なかなか理
解してもらうことは時間がかかりますが、今まで述べたことは、１人外来単価
は本当に現実離れした数字ではないと思います。今まで余り検査をされてない
状況だと私は分析しているところでございます。検査データは、患者の財産で
あり、高齢になりますといつ病気になるか予想されませんし、現在飲んでいる
服用薬の効果などの判断も的確にできることから、最低２回の検査をすること
により早期発見、早期治療につながり、国保病院が町民から信頼され、かかり
つけ医の役割を果たすことになります。年２回検査をすると、患者の一部負担
額は１回当たり８００円ほど高くなり、年間１６００円ほど上がりますが、こ
の点について十分に職員全体の経営的な感覚、理解をしていただき、経営改善
をしていただくことを望むものであります。次に、入院では平均２１日、病床
稼働率が６０％、目標は８６％で、目標には果たしていない状況であります。
医療業収入１人当り１万５８００円ですが、これは１日２万２０００円から２
万４０００円は可能だと私は思っております。単価を上げることにより月に４
００万ほど増収、年間４８００万円増収となりますので、外来入院合わせて約
８４００万円は増収になりますので、病床稼働率の目標を保つだけではなく、
大きな赤字にはならないと思います。近隣町村の病院の試算書を分析しても、
このような医療収益で経営をしております。国保病院は、救急指定病院で一次
医療の中で患者の状態により、二次医療に病院医師連携として確定診断をして
いただき、手術治療は終わり、逆紹介の患者を受け入れる役割でありますので、
逆紹介の患者を十分に入れていく体制を整えていかなければ、このことが本当
に重要だと私は思っております。先ほども療養病床、それから一般病床の変換
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とかを変更していくということの答弁もありましたので、そういうことからい
ってそういう形の中で十分に、事務長も大変だと思いますが、その辺の組立て
をし、それなりのマネジメントをしながら病院経営に努力をしていただきたい
というふうに思っておりますが、それについての考え方をお聞きしたいと思い
ます。

議長 金谷議員、取りあえず通告の中に、診療単価の件とか病床使用率それから稼働
率、あるいは逆紹介のこともちょっと具体的にないものですから、一応、今言
ったことは、参考意見として事務長のほうに納めてもらって答弁控えたいと思
いますので、よろしくお願いしたいと思います。次、質問、続けていいです。

５番
金谷議員

全体的な病院の収益を上げるための一つの一考案として、私も通告以外にお話
をしましたけれども、そういうふうな形の中で、今後とも努力して病院を運営
していっていただきたいというふうに思っておりますので、それについてはよ
ろしくお願いをいたしたいと思います。
では、次に人工透析の問題、２番目の人口透析導入についてでございますが、
現在、平取町で１６名程度の人工透析者が他町村で治療を受けている状況であ
ります。ますます高齢化が進む中、透析患者が近年増加傾向であり、また昨今、
特に近隣町村の医療機関の受入れは厳しくなり、苫小牧まで通院されていると
言われている状況であります。透析治療は週に３回で、１回あたり透析時間が
４時間から５時間かけ治療を行います。現在、高齢化が進む中に、国内では２
８万人、道内で約１万４０００人ほどの患者さんがおり、最近、糖尿病腎症か
らの透析治療に移行し、年々増加傾向にあります。今後も多くなると予想され
ております。透析治療後は血液のバランスが崩れ、大変苦痛であり、肉体的に
精神的に大きな苦痛の中で日常生活を送っております。通院を軽減するために
も国保病院に導入し、町内の送迎も計画していただき、また、先ほども言いま
したけれど１６人がおりますので、それについて国保病院としての、地域の役
割としての導入を考えているのかをお伺いします。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えします。町内の透析患者の方が、他の市町村で治療を受けていることは
承知しております。現在、町内に透析患者１７名おりまして、１５名が門別国
保病院、１名が苫小牧市立病院、もう１名が苫小牧王子病院で透析治療を受け
ていると病院では把握しております。現在の国保病院において、もし人工透析
を導入するとしましたら、現実的なのは２階の病棟の一部を改修して、一部透
析室を新たに増設する必要があり、透析装置をはじめとする医療機器の設置、
専門の臨床工学士及び看護スタッフの確保など、多額の設備投資と準備資金が
必要となり、これを改修するためには、透析の患者様を長期にわたり一定数確
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保する必要があり、町内の透析の患者さんだけではなく、周辺地域からも患者
を集める努力をすることが求められるかと思います。近年、人工透析におきま
しては、診療報酬改定のたびに単価が下がっている状況であり、厚生労働省で
は、２０２８年までに年間の新規の透析の患者数を３万５０００人以下に減少
させるという数値目標を掲げ、慢性腎臓病の取組みを推進することにより、新
規の人工透析患者数の減少を目指しており、当町の保健推進係におきましても、
糖尿病性腎症重症化予防プログラムとして取り組んでいるところでございま
す。日高西部地区の地域医療の役割として、近隣医療機関と同じ診療機能を増
やして限られた患者を奪い合うよりは、周辺地域にない診療科を開設するか、
他の医療機関と差別化を図ったほうが、設備投資の減が図られ、新たなニーズ
が生まれるのではないかなと考えます。今回ご質問いただきました内容につき
ましては、その設備投資の面ですとか、クリアしなければならない課題が多く
あると思います。それで、病院の収益が上がる一つの方策ということになれば、
これから策定いたします新公立病院改革プランや地域医療構想の中で検討させ
て、総合的に判断させていただきたいと考えております。以上です。

議長 ５番、金谷議員。

５番
金谷議員

今の答弁でもう一度確認したいんですが、設備投資に係る、実際的に１６人、
１７人を受け入れるということは、これは確かに大変だと思う。時間もかかる
と思います。まず最初に何台かを入れて、そして透析患者が、やはりすぐ地元
に設置したからといって、こちらのほうに来るものではありません。それにつ
いては、いろんな形の中で、やはり交通の便だとか、そういういろんな形の中
で大変だという、近くで透析治療をしていきたいという人は、そういうふうな
形の中で、スピード感は遅いですけれども、やはりそういうふうな、先ほども
言いましたように通院に大変苦慮されて、行く時はいいのですが、透析後が大
変苦痛と聞いております。実際的に私の母も１０年ほど透析をして、最後は透
析中に亡くなったわけですけれども、そういう形の中で透析をした後は、大変
に苦痛だということも常に言っておりましたので、そういうふうな患者さんの
身になってみれば、いろんな形の中で、その辺も十分考えながら設置について
は、全部いっぺんに設置をするのではなくて、それをいろいろと今後検討をし
ながら、試算分析しながら、それと他の町村の人達の人数等も十分に調べなが
ら取り組んでいただければというふうに思っておりますので、その辺について
も、もう一度事務長の考え方をお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。

議長 病院事務長。

病 院事 務
長

お答えします。門別国保病院のほうに今現在、町内の透析患者がほとんど行っ
ている状況でありまして、門別国保病院と差別化を図るとすれば、今、透析に
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かかる時間というのが、ほぼ４時間ということになっております。以前は４時
間と５時間以上と診療収入が違ったということもありましたが、現在は先ほど
もお話ししたとおり、診療報酬改定のたびに単価が引下げとなっており、４時
間でも５時間でも診療収入は同じということで、短い時間で透析を行っている
と聞いております。透析の時間がやはり短いと体にかかる負担も大きいという
ことで、差別化を図るとすれば、平取でもしやるとすれば５時間以上の身体に
負担のかからないような透析を目指すのか、またある程度の人数がいないと収
益的にも厳しいものですから大がかりにやるのか、その辺も検討していかなけ
ればならないこととなると思いますが、現状でちょっと仮の試算で、４ベッド
ぐらい透析室を設けた場合ということで私なりに仮試算してみたんですが、そ
れでいくと、年間でいくと結構な収入としては赤字ということになるのですが、
それなりの人数の患者様を抱えないと病院の収益的にはかなり厳しいものとな
りますので、そういうこともいろいろケースを想定しながら、改革プランの中
で検討、総合的に判断させていただければと思っております。以上です。

議長 ５番、金谷議員。

５番
金谷議員

では、ぜひともその新改革プランの中に取り入れて、そういうふうな透析を設
置を導入していただきたいというふうに思いますので、その辺についてよろし
くお願いします。あと最後に町長にお聞きしたいんですが、今の状況での病院
の経営について、今後どういうふうな形の中で町長は考えているのか、その辺
の考え方を答弁いただいて質問は終わりにしたいと思いますので、よろしくお
願いいたします。

議長 町長。

町長 私のほうからお答えさせていただきます。今、事務長からもそれぞれ答弁差し
上げましたけれども、金谷議員からもより具体的なレベルでご提言、病院の経
営の改善に向けてのご提言を受けたというふうに理解しておりますので、これ
は真摯に受け止めさせていただきたいというふうに思っております。本当に私
としても、今の病院の経営状況については、本当にまず改善しなければならな
い非常に大きな重要課題だというふうに思っておりまして、ただ私どもの地域
医療を担う唯一の病院というようなことで、ある程度の不採算性はこれは否め
ないところがあるかなというところでございまして、それに伴う地方交付税も
算入されるというところもありますけれども、私どもも今、総合計画の後期５
か年の財政シミュレーションでも、ある程度の一般会計からの繰入れはやむな
しというようなことでの財政計画は立てておりますけれども、それ以上いろい
ろ予期せぬことが出ますと、なかなか大変なところも出てくるということで、
今日いただいているのような提言を踏まえて、それから今まで経営を少しでも
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いい方向に向けたいというようなことで、療養病床だったもの一般病床ですと
か、いろいろこう取り組んで参ったという経緯もあるというふうに考えてござ
いますので、人口の減少ですとか、患者のニーズも刻々変わるというようなこ
とも現実としてあると思いますので、具体的に透析のことも出ましたけれども、
当然透析の患者さんにとっては、地元にそういう病床があることは、これにこ
したことがないというようなことは理解できるわけです。ただもともと今、整
形外科ですとか、眼科も非常に患者さんのニーズが高いということで、その辺
の充実も図らなければならないということで、総体的に今度そういったものへ
の対応をどうするかということを、それぞれ対応すればそれは理想なんですけ
れども、なかなか医療スタッフの確保ですとか、財源の関係とかでなかなかそ
うも行かないという現実もありますので、その辺ぜひいろんな取捨選択とか、
より良い方法を院長はじめ我々も含めて、もちろん今の新改革プランの検討に
議会の皆さん方も入ってもらっておりますので、その中でいろいろ意見いただ
きながら、本当に中長期的に実効性のあるプランをつくり上げるという方向で
ぜひ前向きに頑張らさせていただきたいと思っていますので、ご理解をお願い
したいと思います。

議長 ５番金谷議員。

５番
金谷議員

今、町長の考え方を十分聞かさせていただきまして、今後とも病院のために努
力をしていただきたいというふうに思っております。本日はどうもありがとう
ございました。これで質問を終わらせていただきます。

議長 以上で金谷議員の質問は終了します。
次に、６番萱野議員を指名します。６番萱野議員。

６番
萱野議員

６番萱野でございます。事前に通告しておりましたびらとり温泉ゆからの利用
について質問させていただきます。ゆからは、オープンしてから７月で丸７周
年を迎え、来館者へのサービス向上に関する配慮や工夫がされていることから、
町民をはじめ町外からの利用者も多くなっていると思いますが、この間の来館
者数など利用状況はどうなっているでしょうか。町内の６５歳以上に配布され
ている入浴券の利用割合も伺います。また、昨年から新型コロナウイルス感染
拡大の影響により厳しい経営状況が続いていると思いますが、これまでと比較
して、実績としてはどのような数字になっておりますか。施設の指定管理者で
ある株式会社アンビックスへは、町からの財政的な支援あるいは補填などはあ
りますか。これについてまず伺いたいと思います。

議長 観光商工課長。



- 50 - 

観 光商 工
課長

はい。只今の質問にお答えしたいと思います。まず、ゆからにつきましては、
オープン翌年の平成２７年度から令和元年度までは、宿泊日帰りで年間１０万
から１１万人の方にご利用していただいております。昨年度につきましては、
新型コロナウイルスの関係もございまして、合わせて９万人程度に収まってお
りますが、平均したら１０万以上の方には来ていただいております。また、ご
質問にありました６５歳以上の方ですけれども、この方たちにお配りしている
無料入浴券につきましては、平成２９年度から申請制となっておりますので、
全員に配布されているわけではございません。申請すると１人当たり２４枚の
入浴券をいただくことが出来ます。年間約１９００人ぐらいが対象となってお
り、申請率の平均は４５％程度、年間利用枚数は平均９８００枚で、１人当た
りの利用につきましては１１枚の利用となってございます。また、業績につき
ましては、胆振東部地震の平成３０年度を除くと、オープンから右肩上がりで
順調に推移をしておりましたが、令和元年度の黒字額が約２０００万円に対し、
昨年度、令和２年度の黒字額につきましては、前年の４分の３の約１５００万
程度の黒字となっているということでお聞きしております。また、最後にご質
問のありましたアンビックスへの財政的な支援等については、現在のところ実
施してございません。以上でございます。

議長 ６番萱野議員。

６番
萱野議員

はい、具体的な数字、ありがとうございました。二つ目の質問なんですが、宿
泊施設も入浴施設も好評と聞いていますが、この間の来館者、利用者から施設
やサービスについて具体的な要望は寄せられていますか。特に入浴施設は町内
高齢者の利用が多いと思われます。浴室内の手すりや滑り止めなどの安全対策
はなされていますが、現在、男女それぞれに高温泉、ジャグジー低温泉、炭酸
泉の三つの浴槽があり、それぞれ手すりが一つずつとなっています。今後も増
えると思われる高齢者の利用を考えると、安心安全に入ることができる温泉は、
施設のＰＲになると思いますが、手すりを増やすなどの整備は可能でしょうか。
また、現在検討されていることはありますか、お伺いいたします。

議長 観光商工課長。

観 光商 工
課長

はい、それではお答えさせていただきます。まず、管理しておりますアンビッ
クスにも確認いたしましたが、現在のところ、利用者からの直接の要望等はご
ざいません。また、手すりにつきましても、利用者の安全や安心を考えた場合、
どうしても今後必要になってくるかと思いますので、費用や時期等調整が必要
となります。温泉工事のためには休まなくては駄目なものですから、そういう
のをまた今後調整していただいた後、対応させていく方向で進めさせていただ
きたいと思っております。また、あと３年でオープンから１０年を迎えるとい



- 51 - 

うこともありまして、施設もところどころ傷んできておりますので、その頃に
は大規模な改修等も含め今後また検討させていただきたいと思っております。
以上です。

議長 ６番萱野議員。

６番
萱野議員

６番萱野です。最後に一つ確認なんですが、手すりの増設については、近い将
来設置できるということでよろしいんでしょうか。

議長

観 光商 工
課長

議長

観光商工課長。

はい、時期とかはちょっと明確には出来ませんが、今後設置する方向では進め
させていただきたいと思っております。

６番、萱野議員。

６番
萱野議員

はい、ありがとうございました。

議長 よろしいですか。以上で萱野議員の質問は終了いたします。
以上で、通告のありました議員からの質問は全て終了しましたので、日程第５、
一般質問を終了いたします。
以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。
ご苦労様でした。
なおこの後、休憩を挟みまして、２時１５分からこの議場におきまして議員全
員協議会を開催いたしますので、ご出席いただきますようお願い申し上げます。

（閉 会 午後２時０５分）


